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開会の日時 

 

年月日　　令和７年４月11日　金曜日 

開　会　　午前10時５分 

散　会  　午後６時43分 

 

場　　　所 

 

第２委員会室 

 

議　　　題 

 

 １　今後の委員会の進め方について

 ２　「ワシントン駐在に関する調査検証委員会報告書」について

 

出 席 委 員 

 

委 員 長    座　波　　　一 

副 委 員 長    西　銘　啓史郎 

委　　　員    宮　里　洋　史 

委　　　員　　徳　田　将　仁 

委　　　員　　新　垣　淑　豊 

委　　　員　　仲　里　全　孝 

委　　　員　　大　浜　一　郎 

委　　　員　　上　原　快　佐 

委　　　員　　玉　城　健一郎 

委　　　員　　新　垣　光　栄 

委　　　員　　仲宗根　　　悟 

委　　　員　　高　橋　　　真 
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委　　　員　　比　嘉　瑞　己 

委　　　員　　当　山　勝　利 

委　　　員　　大　田　　　守 

 

欠　席　委　員 

 

なし 

 

 

説明した者の職・氏名 

 

 　知事公室基地対策統括監　　又　吉　　　信

 　基 地 対 策 課 長　　玉　元　宏一朗

 　基 地 対 策 課 副 参 事　　大　城　美千代

 　総 務 部 総 務 統 括 監　　屋　我　はづき

 　人 事 課 長　　仲　村　卓　之

 　行 政 管 理 課 長　　米　須　清　剛

 　財 政 課 長　　真栄田　義　泰

 

 

○座波一委員長　ただいまから、ワシントン駐在問題調査特別委員会を開会い

 たします。

   今後の委員会の進め方についてを議題といたします。

 　休憩いたします。

 

　　　（休憩中に事務局から、理事会の協議結果について（１）ワシントン駐

　　　　在に関する調査検証委員会報告書を審査対象とし、執行部に質疑する

　　　　ことについては、現時点における執行部の認識及び事実関係について

　　　　確認するということで、意見の一致を見た。（２）今後の参考人招致

　　　　について、ア、参考人の範囲決定に関する基準及び方法、手順等につ

　　　　いて及びイ、次回の参考人候補については、意見の一致を見ることが

　　　　できなかった旨の報告を行った。） 
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○座波一委員長　再開いたします。 

 　お諮りいたします。

　ワシントン駐在に関する調査検証委員会報告書を審査対象とし、執行部へ質

疑することについては、休憩中の事務局の説明のとおり決定することに御異議

 ありませんか。

 

　　　（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 

○座波一委員長　御異議なしと認めます。 

 　よって、さよう決定しました。

　次に、（２）今後の参考人招致についてであります。 

　ア、参考人の範囲、選定に関する基準及び方法等に関する手順について、及

 びイ、次回の参考人候補について、事務局から説明させます。

 　休憩いたします。

 

 　　　（休憩中に、事務局から説明）

 

○座波一委員長　再開いたします。 

　今後の参考人招致についてのうちのア、参考人の範囲、選定に関する基準及

び方法等に関する手順については、参考人の選定に当たっては、論点整理と併

せて、ある程度絞り込んでいく方向で、引き続き理事会を中心に、各会派間で

 協議しながら、委員会で決定していくこととしたいと思います。

 　次に、次回の参考人候補について、招致することを諮ります。

 　休憩いたします。

 

　　　（休憩中に事務局から、改めて理事会における協議内容について説明を

行った。） 

 

○座波一委員長　再開いたします。 

　地方自治法上、百条委員会において証人として呼ぶことができる関係人とは、

調査の対象に関する関係を有する全ての人を指し、調査を行う上で関係がある

と議決すれば、関係人となるとされております。参考人についても同様に、範

囲を特定するようなものはないということですが、参考人の選定に当たっては、

論点整理と併せて、ある程度絞り込んでいく方向で引き続き、理事会を中心に、

 各会派間で協議しながら、委員会で決定していくこととしたいと思います。
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 これまでと同じような流れですよ。

 　ただ基準とか、そういう範囲とか決めれるものではないということです。

 　休憩いたします。

 

　　　（休憩中に、新垣光栄委員から、参考人の選定に当たっては、論点を絞

りある程度整理をする必要がある旨の提案があり、そのとおり進めて

いくことで意見の一致を見た。） 

 

○座波一委員長　再開いたします。 

　休憩中に御協議したとおりの合意ということで、よろしいでしょうか。 

 

　　　（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 

○座波一委員長　御異議なしと認めます。 

 　次に、次回の参考人候補についてをお諮りします。

 　本件は、挙手により採決いたします。

 　理事会で合意を見なかったということで、挙手による採決をします……。

 

○比嘉瑞己委員　採決の前に、今言ったように論点を整理して、何を確認した

いのか。その理由の説明がないと決も取れないと思うんですけれど、改めて…

 …。

 

○座波一委員長　休憩いたします。 

 

　　　（休憩中に、参考人招致の人選について協議が行われた。） 

 

○座波一委員長　再開いたします。 

 　大浜一郎委員。

 

○大浜一郎委員　次回の参考人候補につきましては、なぜこのような人選にな

ったかと申し上げると、今までの参考人招致の中において、ほとんどの方が何

も知らない。決裁をした覚えもない。そのようなことで一体全体この９年間何

をしてきたんだと。公金を支出をしてきたアメリカの事務所について、誰も知

らないというのは非常に理解が難しい。だから、この調査検証委員会の中でも

そのような疑義が出てきたんだろうと。それは私たちの議会の中で公金をしっ
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 かりと支出するためには、私たちのチェック機能が必要である。

　今回の人選については、新外交イニシアティブの代表。自分がこれを進言し

たというふうにメディアにも語っていますし、ホームページにも載せているこ

とがあります。ですので、その最初の取っかかりをつくって、関わったのだろ

 うということがありますので、お聞きをしたい。

　あと翁長知事の元特別秘書に関しましては、御身内ということもあるかもし

れないけれども、当時の副知事、知事公室長、それと統括監の方々がほとんど

この実態を知らないという発言がありました。ですので、特別秘書として当時

翁長知事を支えていた特別秘書について、当時の状況を確認をしたいというこ

 とであります。

　それとワシントンコア社の社長に関しましては、すべてコア社を通してこの

事業運営がされていたという実態が明らかになっています。ワシントンコア社

を通して公金がいろんな動きをしていて、その解明に非常に困難を来してきた

という事実があります。いまだに100％分かっているわけではありません。で

すので、ワシントンコア社がどのような役割を担って、どのような支出項目と

どのようにしていたのかというのは、これはつまびらかに聞く必要が僕はある

 というふうに思っております。

　また、ワシントン駐在に関する調査検証委員会の委員長に関しましては、３月

末までの情報での検証結果として公表されましたけれども、これまで私たちが

調査をしていた中で、持たれてきた疑義について、ある程度そのような方向性

が裏付けられたからというようなことが垣間見えます。しかし、全容解明には

至っているわけではありません。しかしながら、この調査委員会の委員長とし

て、法律の専門家としての見地として、私たちはその見地をしっかりと確認す

 る必要があるというふうに思います。

　また、浦崎元副知事に関しましては、当時の翁長知事のもう１人の側近中の

側近という立場でございました。前の安慶田副知事につきましては、全て知ら

ないということでございましたので、浦崎さんまで知らないのかなということ

だけは少し確認をさせていただきたい。そういうことでの参考人招致について

 の提案だというふうに私は思っておりますので、よろしくお願いします。

 

○座波一委員長　以上の内容でありますが、それに基づいて全会一致という形

 では……。

 

○上原快佐委員　大浜委員から御説明あった内容については、今説明は理解で

きますけれども、ただしかしながら、この５人のうちの４人については、実際
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のこの実務に携わっているとは、私は言い難いではないかと。ましてや執行権

者でもない。そういった方々を呼び続けると、それこそ参考人がもう無限に広

がっていってしまうんじゃないかというふうに思っております。なので私とし

ては、参考人を呼ぶ方については、しっかり質疑ができると、質疑をやった中

で、解明に繋がるような形での参考人を呼ぶべきであろうということなので、

ワシントンコア社については、もちろん実務に携わっていましたので、そこを

呼ぶべきだと思いますけれども、それ以外の４人については呼ぶべきではない

 というふうに思っております。

 　以上です。

 

○大浜一郎委員　今の御意見に関して、しっかり答えられるべき人が今までい

ないから、今まで聞いても誰も答えきれないから、だから、これをこの人たち

を呼んで確認をさせていただきたいということなんですよ。ちゃんとしゃべる

人が今までいるんだったら、ここまで呼ぶ必要はなかったのかもしれません。

今まで何も誰も知らない、ここから知らない統括監でさえ知らないという。こ

 れは知らない知らないで何で９年間続いてきたのというのが本音であります。

ですので、当時関わっていたであろうという方、そしてそれを検証した専門家

の意見、僕はそれを聞くのは、我々の問題究明というか事実をしっかりと県民

 に知らせるためにおいても、重要な仕事だと思います。

 

○座波一委員長　ほかに意見はありますか。 

 　意見は意見として聞きます。

 

○比嘉瑞己委員　私も上原委員と同じ考えなんですけれども、確かに関わった

方たち多くいると思うんですね。この証言得られたとしても、実際にこの行政

機関としての意思決定がどうだったのかを私たちは調べているので、上原快佐

委員が言ったように、行政機関として執行に関わった者たちに集中して、私は

調査すべきだと思います。なので、ワシントンコア社を呼ぶことについては異

 議ありません。

 　以上です。

 

○仲里全孝委員　５人のメンバー、これまで我々が代表質問、一般質問、予算

特別委員会でもですね、いろんな質疑をしている中で、何らかの形で関わって

いるんですよね。いろんな自分から自ら、広報出したりいろんなことに関わっ

ているんですよ。これ我々は、調査の権限を持っている百条委員会としては、
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内容を細かく確認すべきだと。そういうふうに、この５名の参考人招致につい

 ては、妥当ではないのかなとそういうふうに思います。

 　以上です。

 

○座波一委員長　賛成、反対の意見も出ました。 

 　結局意見の一致を見ないということであります。

 

○上原快佐委員　意見の一致を見ている部分もあるんですよ。 

　ワシントンコア社については、我々否定していないので……。そこは意見が

 一致しているんです。

 

○新垣淑豊委員　ちょっとだけ意見させてください。 

　ワシントンコア社、私もこれ必要だと思っておりますし。例えば、我々この

特別委員会にも資料が出されていないのがいっぱいあるんですよね、多分ね。

開示されていないとかですね。そこの内容もしっかりと確認しなければいけな

いと思っているので、私はこの竹下委員長、ぜひ呼んでいただきたいと思って

おりますし。この間の安慶田副知事の話の中でも、確か会議の中で浦崎副知事

が出たんだよという話をされたと思います。だから、そこは浦崎副知事本当は

どうだったの、その時どんな話したのというのは、やっぱり聞くべきだと思っ

ております。新外交イニシアティブの代表の方に関しては、先ほど玉城健一郎

委員からあったので、私エアドロップで送りましたけれど。ちゃんと御自分が

関わったと、提案したということを明確にされているので、そことどういう仕

組みでどんな提案をしたいうことは、やっぱり聞くべきではないかというふう

 に思っております。

　あと、特別秘書に関しては、もう翁長知事からどんな話があったのと、これ

は僕しっかり聞くべきだと思いますけれども。なので、先ほど意見の一致を見

ているという話もありましたけれど、私はこの５人全員ちゃんと呼んでお話を

 聞くべき方々だと思います。

 　以上です。

 

○座波一委員長　休憩いたします。 

 

　　　（休憩中に、採決の順序及び方法について確認を行った。） 

 

○座波一委員長　再開いたします。 



- 8 -
R07.04.11-11 

ワシントン駐在問題調査特別委員会記録

 　お諮りします。

　ワシントンコア社代表取締役社長を参考人として本委員会に出席を求めるこ

 とについては、これに御異議ありませんか。

 

　　　（「異議なし」呼ぶ者あり） 

 

○座波一委員長　御異議なしと認めます。 

 　よって、さよう決定しました。

　次に、参考人招致の候補者が４人いますので、その招致についてもお諮りい

 たします。

　新外交イニシアティブ代表、翁長知事の元特別秘書、ワシントン駐在に関す

る調査検証委員会委員長及び元副知事浦崎氏の４名を参考人として本委員会に

 出席を求めることについては、挙手により採決いたします。

 　なお、挙手しないものはこれを否とみなします。

 　それでは、お諮りいたします。

 　この４人を招致することについて、賛成の諸君の挙手を求めます。

 

 　　　（挙手多数）

 

○座波一委員長　挙手多数であります。 

 　よって、さよう決定しました。

 　次に、次回の日程について、休憩中に御協議をお願いいたします。

 　休憩いたします。

 

　　　（休憩中に、事務局から今後の各会派の日程状況等について説明を行い、

　　　　各委員の都合を調整した結果を踏まえて、参考人との日程調整を進め

　　　　ることで意見の一致を見た。） 

 

○座波一委員長　再開いたします。 

　今後の日程については、休憩中に御協議したとおり決定することに御異議あ

 りませんか。

 

　　　（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 

○座波一委員長　御異議なしと認めます。 
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 　よって、さよう決定しました。

 　休憩いたします。

 

 　　　午前11時53分休憩

 　　　午後１時31分再開

 

○座波一委員長　再開いたします。 

　ワシントン駐在に関する調査検証委員会報告書についてを議題といたしま

 す。

　本日は説明員として、知事公室長の出席を求めておりますが、溜政仁知事公

 室長は別用務があるため、本日は基地対策統括監での対応となっております。

 　それでは、ただいまの議題について、基地対策統括監の説明を求めます。

 　又吉信基地対策統括監。

 

○又吉信基地対策統括監　それでは県が設置いたしましたワシントン駐在に関

 する調査検証委員会の報告書の概要について御説明いたします。

 　タブレットに資料参考として通知しております。

 　１ページを御覧ください。

 　報告書の概要は、基本的に報告書の構成に沿った形で掲載しております。

　まず１、ワシントンＤＣオフィス社の設立についての問題点として、まず

 （１）日本における問題点が示されております。

　具体的には、ア、ワシントンＤＣオフィス社の設立手続についての問題から、

２ページのイ、公有財産登録手続についての問題、ウ、財産状況報告手続につ

いての問題、エ、営利企業従事許可手続についての問題が指摘されております。

 それぞれの指摘について、指摘の概要と対応状況を記しております。

 　３ページを御覧ください。

　設立についての問題点のうち、（２）米国における問題点として、非弁行為

 の問題が指摘されており対応状況を記しております。

 　ここまでが設立に関する問題点です。

　続きまして２、ワシントンＤＣオフィス社の運営についての問題点といたし

 まして、まず（１）ワシントン事務所における問題点が示されております。

　具体的には、ア、贈与や移転価格を含めた税法上の問題から、４ページのイ、

ビザ申請書の記載内容の正確性の問題、ウ、ＦＡＲＡ登録におけるコンプライ

アンス違反の懸念、５ページのエ、ガバナンス及びコンプライアンスの問題、

オ、内部統制上の不備、カ、決裁手続に関わる引継ぎ方法の問題が示されてお
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 ります。

 　それぞれの指摘について、指摘の概要と対応状況を記しております。

 　６ページを御覧ください。

　運営に関する問題点のうち、（２）所管課における問題点といたしまして、

手続の瑕疵の治癒を怠った問題及び背景が指摘されており、県としては、現在

 担当を２名配置するなどし対応しているところです。

　次に３、今後のあるべき姿といたしまして、設立時の瑕疵が連鎖する形で、

その後の運営も含めて違法となる可能性が否定できないこと、いま一度、原点

 に戻って、十分な検討を行うべきことが指摘されております。

 　７ページを御覧ください。

 　今後の県の対応を記載しております。

　ワシントンＤＣオフィス社について、現時点では解散を念頭に手続を行うこ

 ととし、今後３か月程度で所要の手続を行うこととしております。

　その上で、駐在機能の再開に向けて、庁内でワシントン駐在の役割を改めて

 検討いたします。

　その後、適切な専門家の意見を伺い、役割に応じた新たな体制について検討

 いたします。

　検討に当たっては、調査検証委員会報告書の指摘内容も踏まえて、同様の指

摘や疑念を招かない高い透明性の確保を大前提とし、所要の法的手続を含め詳

 細に検討を進めることとしております。

　これらの検討を踏まえ、適切な時期に県議会に報告し理解をいただいた上で

 公表することを想定しております。

 　報告書の概要に係る説明は以上です。

 

○座波一委員長　基地対策統括監の説明は終わりました。 

　これより、ワシントン駐在に関する調査検証委員会報告書についてに対する

 質疑を行います。

　なお、質疑・答弁に当たっては、挙手により委員長の許可を得てから行い、

 重複することがないように簡潔にお願いいたします。

 　質疑はありませんか。

 　西銘啓史郎委員。　

 

○西銘啓史郎委員　統括監、こんな粗い説明でいいのかという気がします。こ

のものを、私たちがもらったのは何時でしたか。私たちももらって目を通しま

したけれども、今の説明でもう十分説明責任を果たしているとお思いでしょう
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 か。

 

○座波一委員長　休憩いたします。 

 　

　　　（休憩中に、座波委員長から、冒頭の執行部説明はなるべく短くするよ

 　　　　う私が指示した旨の説明を行った。)

 

○座波一委員長　再開いたします。 

   西銘啓史郎委員。　

 

○西銘啓史郎委員　まず今回、我々が百条委員会で要求してこの場が設定され

たと私は考えていますけれども。執行部としては県民への説明、県議会への説

 明をもともといつ頃どのように行おうとしたのか、お答えください。

 

○座波一委員長　休憩いたします。 

 　

　　　（休憩中に、西銘委員から質問の趣旨について説明を行った。） 

 

○座波一委員長　再開いたします。 

   又吉信基地対策統括監。　

 

○又吉信基地対策統括監　お答えします。 

　我々のほうとしては、この検証委員会を詳細に分析、対応を含めてやりなが

ら、その対応状況が整った段階で説明するということを考えておりました。そ

の前にちょっと今回のがあったものですから、今取り急ぎ、まとめられる部分

 という形でまとめたものでございます。

 　以上です。

 

○西銘啓史郎委員　当初予算では、我々はもう全額削除して予備費に回しまし

た。その中で現時点４月の、もう今日11日ですから、新年度になって11日たっ

ていますけれども、今現在、ワシントン事務所はどのような状態になっている

 のか、お答えください。

 

○又吉信基地対策統括監　お答えします。 

　今、先ほど申し上げましたけれども、閉鎖に向けた形で対応しているところ
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でございます。具体的に言いますと、ワシントンコア社のほうと４月１日付で

 今、随意契約を行って、今その手続を進めているというところでございます。

 

○西銘啓史郎委員　４月１日に随意契約をしたとありましたが、これまでは公

募型で契約をしたと思うんですけれども、随意契約になった理由とそれから額

 等は全く我々は聞いていませんけれども、どのような契約概要でしょうか。

 

○又吉信基地対策統括監　お答えします。 

 　委員おっしゃるとおり、今までは企画公募提案という形でやっていました。

令和７年度については、議会のほうでいろいろな御議論があって、最終的に県

は７か月分の予算という形で提案したんですけども、最後がどのような形で予

算になるかというのが見通せなかったものですから、ちょっと公募については

間に合わない、あるいは不適切というふうな考えでですね、特命随契という形

 で予定しておりました。

　今現在やっているのは214万4000円という形で契約しておりまして、ワシン

トンコア社で今取りあえず１か月分の支援の委託契約をしております。内容を

見ながらもう少し必要であれば、あと少し期間延長をしていくというふうな形

 で考えているところです。

 

○西銘啓史郎委員　今のこの予算は何費から充当していますか。 

 

○又吉信基地対策統括監　お答えします。 

　予算については、予備費のほうから1057万円を４月１日付で充用していると

 ころでございます。

 

○西銘啓史郎委員　非常に不可解っていいますか、私たちは予備費に回しまし

た、その時に予備費からなかなか運用ができないみたいな旨を、当時、総務部

長からの説明を聞いたような気がするんですけども。要はこれはもう議会にも

何も諮らずに、随意契約で1057万円を計上して執行するってことですね、確認

 です。

 

○又吉信基地対策統括監　お答えします。 

　確かに1057万予備費から充用いたしました。ただ執行については、終わる状

況を見ながらですね、少しずつ延ばしていって、終われる段階でですね、見な

がら全額執行になるかどうかというのはその時の状況次第だというふうに考え
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 ております。

 

○西銘啓史郎委員　今の説明を聞いていても、何かこう腑に落ちないというか、

私たちが議決をした重みとか、それからいろんな思いが全く伝わってないのか

 なって気がします。

　もう一つ確認しますけれども、今現地で雇用してる方もいますよね、職員で

はなくて。そういう方とかのものも、今どうなっているかちょっと簡単に説明

 してもらっていいですか。

 

○又吉信基地対策統括監　お答えします。 

　先ほどお話したコア社と契約して214万4000円中には、現地で雇用している

方の４月分の給与、それとワシントン事務所の家賃等ですね、そういう経費が

 計上されているところでございます。

 　以上です。

 

○西銘啓史郎委員　これ１か月分、先ほど３か月かけて何とかっていろいろあ

りましたね、何でしたか。今後３か月程度で司法手続を行うとありますけれど

も、この今の１か月分は、１か月でこの現地雇用の方も解雇になるという理解

 でよろしいですか。

 

○又吉信基地対策統括監　取りあえず１か月分ということでですね、今からま

た閉鎖に向けて、どのような業務が具体的に発生するかというのはありますの

で、この業務の進捗具合を含めながら、この現地の雇用についても４月まで、

そのあとも延ばすのかというのは検討していきたいというふうに考えておりま

 す。

 

○西銘啓史郎委員　再度確認しますけれども、この随意契約であったり、予備

費から充用することはもう全く議会にも報告は何も必要ないということでやっ

 ているという理解でいいですか。

 

○又吉信基地対策統括監　お答えします。 

　予備費からの充用については、知事の先決、知事限りでできるというふうに

 認識しております。

 　以上です。
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○西銘啓史郎委員　先決でできるにしても、我々議会に対してこれだけこの

２月定例会でもめた案件を、先ほど冒頭申し上げましたけれども、議会に対す

る説明をいつ行おうとしたのか。私たちが今回百条でお願いをして、皆さんが

ここに来たわけですよね。ですから正直言うと、知事がぶら下がりでもう廃止

に向けてやるとかっていうことを我々がぶら下がりの新聞記事しか見てません

し、執行部から何の説明も受けていません、今後どうしたいかも。ですから要

は簡単に言うと、議会の軽視じゃないかなと私は思うんですよ。もちろん専決

でできる権限はあったとしても、それを全く議会にいつ説明しようとしている

 のかも分からない、現状もどうなるかも分からない。

　それでちょっと次の質問に行きますけれど、この県の対応の中に書いていま

すけども、駐在機能の再開に向けてということがあって、専門家の意見とかそ

れから役割に応じた体制を検討するとありますけれども、検証委員会の指摘内

容をこの後、我々会派からもいろいろ意見、質問が出るとは思うんですけども、

皆さんは先ほど軽く説明してもらった中でも、私から見ると非常に簡単に考え

ているんじゃないかなと、検証委員会の指摘をね。もっと切実に考えたら、も

っと早い動きとかいろんなやり方があると思うんですけども、まず再度質問し

ますけれども、この再開する主体というのも、先ほど適切な時期に県議会に報

 告しとありますけれど、これ議決はいらないという理解でいいですか。

 

○又吉信基地対策統括監　お答えします。 

　この予算を計上するに当たっては、県議会の議決が必要ですので、予算の際

 には議決をお願いするということになると考えております。

 　以上です。

 

○西銘啓史郎委員　そろそろまとめに入りますけれども、流用する知事の権限

として先決でやる。それに対しても今初めて報告というか、我々は耳にしまし

たけれども1057万円、それから１か月分の214万っていうのも今初めて聞きま

した。こういうやり方が我々問題があるんじゃないかとずっと指摘しているわ

 けですよ。権限はあるかもしれません。

　しかし、議会や県民に説明する義務もあると思います。ですから、権限だけ

を主張して議会には後回しでいい、または議会にも何も我々が求めなければ、

多分この話っていうのはいつ報告があったか分かりませんけれども、今日この

場で明らかになるっていうのは非常に私は違和感を感じます。これは全て皆さ

んの対応の仕方ですよ。今日、公室長がいないので、この百条より重たい公務

があったというふうに思いたいんですけども、本来は私個人的にはここを優先
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してほしかった。どういった公務か分かりません。ぜひ、これはお願いしたい

 と思う。百条委員会を軽視しているってことは……。

　ということで、お願い事が幾つかあるんですけれども、調査検証委員会に出

された資料とかはですね、全て提出するべきだと思うので提出をお願いしたい。

それからワシントン事務所に保管されてるような書類も、我々この調査検証委

員会で知らないメールのやり取りなんかも、初めて議会での委員会での答弁な

んかで全く聞いていないことがありました。それはもう百条委員会を軽視して

いるとしか私たちは思いません。それをしっかり指摘をして資料の提出をお願

 いしたいと思います。

　ちょっと昨年10月以降に行われた答弁のいろんな根幹を覆すような結果報告

となってますけれども、知事公室長として、今日公室長はいないので、統括監

として過去の我々の答弁と今回の報告書の整合性を確保できていると考えてい

 るか、お答えください。

 

○又吉信基地対策統括監　お答えします。 

　執行部のほうとしては、昨年の12月に株式会社に相当する会社の追認の手続、

それと公有財産の登録、それと営利企業従事許可、それと２月議会への経営状

況の報告という形で法的に不備があったものについては手続は行っていたとい

うふうに認識しておりました。そういう立場でそれまでは答弁しておりました。 

　しかしながら、今回のこの調査検証委員会のこの報告書によると、そういう

手続が事実関係を踏まえて、法律関係を踏まえていろいろもう重なってきてい

てですね、最終的には、違法となる可能性は否定できないというようなことが

ありましたので、それを踏まえてですね、そういうことを受け止めて閉鎖せざ

 るを得ないだろうというふうな判断に変わったものでございます。

 　以上です。

 

○西銘啓史郎委員　私の質問は以上で終わりたいと思います。 

 

○座波一委員長　ほかに質疑はありませんか。 

 　高橋真委員。　

 

○高橋真委員　ワシントン駐在に関する調査検証委員会の報告書、10ページの

ほうに記載をされておりました（３）にですね、財産状況報告の手続の問題と

いうことであります。それの対応状況の報告はどちらに当たりますか、お伺い

 いたします。
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○玉元宏一朗基地対策課長　お答えいたします。 

　今委員の御質問は、今日御説明をした資料の中でどれに当たるかということ

だったと思いますけれども、今日御説明をした資料の２ページ目の中段ちょっ

と上ぐらいからですね、イのところからだと考えておりますけれども、公有財

産登録手続についての問題ということで、これが本文の10ページに当たるとい

うところでページ数を書いております。イのところでは指摘の概要については

株券が公有財産台帳に登録されていなかった、そして対応状況につきましては

令和６年12月24日付で台帳に登載をしたと、そして関連して、ウのところです

けれども、その次の行ですけれども財産状況報告手続についての問題、これも

10ページに御指摘がされております。これについては地方自治法第243条の３第

２項に基づく経営状況の議会への報告がなされていなかったという御指摘で

す。これについては対応状況として、令和７年２月10日付で議会への報告を行

 ったということでございます。

 　以上です。

 

○高橋真委員　では、今答弁いただいた財産状況報告手続についての問題に対

する対応についてでありますが、県当局としてはこれで対応は完了だとお考え

 ですか、ほかにもまた対応する予定があるのか、お伺いさせてください。

 

○玉元宏一朗基地対策課長　県としては、まず当面この対応をさせていただい

たところですけれども、現時点では、これで一旦対応ができたというふうに考

えておりますけれども、今後この報告書を検証していく上で何か必要なことが

 ありましたら、しっかりと対応していきたいと思います。

 　以上です。

 

○高橋真委員　財産状況報告手続についてでありますけど、このワシントンＤ

Ｃオフィス社というものはですね、地方公会計上、連結対象会社となるのでは

 ないでしょうか、お伺いいたします。

 

○玉元宏一朗基地対策課長　委員、申し訳ございません。 

　今の御指摘の連結対象になるかということについては、まだ詳細に検討はさ

れておりませんので、引き続き今の御指摘のようなことがあるのかどうかを総

 務部とも連携をしながら検討したいと思います。
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○高橋真委員　あるから指摘をしながら質問させていただいているわけであり

ます。ということは、この対応はまだ不十分だという認識でよろしいでしょう

 か、お伺いいたします。

 

○玉元宏一朗基地対策課長　今回の報告書に対する対応につきましては、我々

がこれまでやるべき、実施すべきと思っていた対応については先ほど申し上げ

たとおりなんですけれども、今回の検証については法律的な観点で、専門家の

方から詳細なまだ数多くの指摘をいただいておりますので、これについては一

つ一つ改めて検証をして、どういう対応が必要かということを考えていくとい

うことが、まず我々が今回、これからやっていくことになるかと思っておりま

 す。

 

○高橋真委員　地法公会計上もですね、これは法律的な対応ではないんでしょ

 うか、お伺いいたします。

 

○真栄田義泰財政課長　再度、確認させていただきたいという前提でお答えし

ますが、連結の部分については地方財政健全化法の１つの項目だったと記憶し

 ています。

 

○高橋真委員　ということは、連結の必要がある可能性があるということです

 か。

 

○真栄田義泰財政課長　このワシントンの関係の団体のまだ中身がちょっと確

認ができていませんので、今の時点であるかないかというのは、答えというの

 をちょっと確認してからさせていただければと思います。

 

○高橋真委員　では、まだはっきりと答弁ができないということであります。 

しっかりと確認をして、この委員会に報告をしていただきたいと考えておりま

 す。

　検証委員会のまた同じ報告書の10ページになりますけれど、１番（４）の一

 番下段のほうになります。

　これは営利企業従事許可手続及び人件費の取扱いについての問題についての

報告の中からでありますが、このワシントン駐在職員に対する給与は県から直

接支給をされていたということで、その取扱いを含むワシントン事務所の運営

に関する件と、このＤＣオフィス社の取決め等が存在しない状態であったとい
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う、いわゆるガバナンスの件でありますけれど、なぜそういう取決めになった

のでしょうか。それは、この報告書ではどこで報告されているか教えてくださ

 い。

 

○又吉信基地対策統括監　お答えします。 

　まずこの報告書でいいますと、２ページ目のエのほうで営利企業従事許可に

ついてだけ述べられております。営利企業従事許可については、令和６年度分

については令和６年12月26日付で、12月26日から令和７年３月31日までの営利

 企業従事許可をもらっています。

　今年度分については、３月26日付で許可を得ているということでございます。

ここに書いてあるとおり、県とこのＤＣオフィス社については何ら文書等で、

あるいは契約等で取り交わしたものはございません。県としては、恐らく駐在

という形で県職員の身分を持っていると、それとワシントンＤＣ社の役員とし

て身分も併せて持っているというところで、両方どっちも動けるといったらあ

れですけれども、それで何らそういうふうに交わさなくとも問題ないというふ

 うに考えたのかなと考えております。

　しかしながら、法人格としてやはり別法人ですので、御指摘にあるとおりで

すね、何らかの文書なり協定書とかですね、そういう取決めが必要だったのか

 なというふうに考えております。

 

○高橋真委員　現時点でも取決めが必要だったのかなのレベルでありますか。

 お伺いいたします。

 

○又吉信基地対策統括監　すみません、これもう少し精査した上で、今現時点

もまだ本当に必要かどうかというところですね、まだ判断しているところでご

 ざいません。

 

○高橋真委員　これはもう議会の質問とか、質疑でも、他の課の海外駐在派遣

の部分においても協定なり、覚書なり、そういった取決めをしっかりとやって

いたという背景をなぜ生かせなかったという指摘が相次いであったと思いま

す。それを真剣に受け止めていただかないと非常に困るなと思いまして、しっ

かりとこれはまだ回答ができないということであれば、しっかりと回答してい

 ただければと思います。

　続いて11ページ、これは調査報告書の11ページの部分であります。これ非常

に大きな問題だと思います。米国における問題点（１）、非弁行為の問題。こ
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のコア社による11ページの御指摘というのは、検証委員会の指摘というのは非

常に重いと考えております。その法律の専門家でなければこの指摘が出なかっ

た、分からなかったかなというふうな思いもありまして、この非弁行為に関す

ることでありますけれど、委託先のコア社によるこの非弁行為の疑いが指摘を

されているところはとても重大と考えておりまして、非弁行為を堂々と行って

きたそういった会社なのかなと思ってしまうんですけれど、これに対する対応

 というのは、この報告書ではどこに掲載されていますか。

 

○玉元宏一朗基地対策課長　お答えいたします。 

　今の委員の御質問も、先ほど御説明した資料の中でどこに触れられているか

ということかと思いますけれども、これについては３ページ目の上のほうに

(２)として書いておりまして、(２)の米国における問題点のアのところでござ

います。非弁行為の問題として指摘をされている概要が、まずは県が法務助言

を含む業務を法律事務所ではないワシントンコア社に委託しており、同社が法

律事務所に再委託することにより、非弁行為となる可能性が否定できないとい

う御指摘でございます。これに対する対応状況を下のほうに書いておりますけ

ども、非弁行為との疑念を持たれないよう令和７年度においては、県が直接法

 律事務所と契約する方向で調整をしているということでございます。

 　以上です。

 

○高橋真委員　非弁行為となる可能性がもう否定できないということが、専門

家から指摘を受けているこういう中でですね、今後はこの法律事務所と直接契

約する方向で今調整中だということでありますけれど、その前にこの委託した

 コア社の事実確認をするのが先ではありませんか、お伺いいたします。

 

○玉元宏一朗基地対策課長　お答えいたします。 

　今のお答えの中で私どもは、まずは令和７年度のお話をしてしまいましたけ

れども、その前の令和６年度にこの問題が上がってきた後からですけれども、

ワシントンコア社にも連携を取ってといいますか、コミュニケーションを取っ

て、今回の再委託の、これまでずっと再委託でやってきたという中で、これが

非弁行為に当たるのかどうかについてのやり取りはさせていただいており、私

どもとしては、今これが直ちに非弁行為となるかっていうところの判断までは

していないところではありますけれども、ワシントンコア社との事実確認につ

 いては行っているということをまずお答えできたらと思っております。

　令和７年度についてはですね、先ほど又吉統括監のほうからお話があったと
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おり、まず基本的には、ワシントン事務所を閉じる方向で今作業を進めるわけ

ですけれども、県議会から議決を得たということは非常に大きいことですので、

閉じるにもですね、少し予算と人手とあと手続が必要になってまいります。そ

のために当面の閉めるための手続をするためにも、一部法律事務所との委託契

約が必要だということが出てくるわけですけれども、それについてはコア社へ

の再委託という方式ではなくて、今回は直接、法律事務所と契約をする方向で

 今調整をしているということでございます。

 

○高橋真委員　すみません、丁寧に今後の方向性まで答弁をいただいたのはあ

りがたい話なんですけれど、私が事実を確認しているのは、ワシントンコア社

が違法行為をしたんじゃないかと、それに県も関与してないかとそれも心配し

ているわけですよ、要は。だから、最初に今後は非弁行為の疑念を持たれない

ようにの前に、前にですよ、ワシントンコア社とこれしっかりとその今までや

ってきたことを精査する必要がある、またもし違法行為とかやってきたのであ

れば、それをどのように精算ではないですけれど、ある意味もしですよ、仮に

県が知らないところでやられていたんだったら、もう求償になると思うんです

よね、そういう意味では。でもそこにまた県が絡んでいたら大きな問題ではあ

ると思っています。なので、その方向性の前に、今までの非弁行為だと疑われ

ているものについて、しっかりと精査して報告をしていくべきじゃないかと思

 うわけであります、どうでしょうか。

 

○又吉信基地対策統括監　お答えします。 

　ワシントンＤＣオフィス社に関する法律事務につきましては、ワシントンコ

ア社がわざわざ県のほうに再委託申請という形で行っております。県はその再

委託申請について承認をしたというのが平成27年４月１日付で行っておりま

す。一方現地においてですね、駐在職員がこの法律事務所と県、ちょっと県な

のか、ワシントンＤＣオフィス社の立場でやったか分からないんですけれども、

当時の初代所長のほうが、この法律事務所のほうと直接交わした契約書が存在

しております。そのために、この非弁行為に当たるのかどうかとか、ちょっと

今のところ判断しかねるというところで、恐らくそういうのを避けるために、

駐在のほうと直接やったのかなという気はするんですけど、その辺り確認含め

 て、もう少し時間が必要なのかなというふうに考えております。

 

○高橋真委員　非弁行為のお話でありますけれど、では当時の駐在の初代所長

 は、契約をする決裁権限が与えられたということですね。
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○又吉信基地対策統括監　お答えします。 

　駐在については決裁等の権限は特に、県の組織としての決裁については権限

 はございません。

 

○高橋真委員　では、今統括監が答弁されているのは、なぜ駐在職員が個人で

弁護士事務所と契約をして、それの何かグリップになっているというか、エッ

ジになっているというか、保険になっているというか、そういうような答弁な

 されるのか少しよく分からないんですけれど、どういう意図なんですか。

 

○玉元宏一朗基地対策課長　委員が混乱されるのもよく分かる状況かと思いま

すけれども、私たちが予算を執行するに当たっての契約は、県からワシントン

コア社に一本で契約をしております。少なくとも当時ですね、2015年当時は、

それでワシントンコア社ができないような業務、その中のうちの一つで弁護士

とか、会計士とか、あと例えばマーキュリーとか、そういう会社に業務をお願

いしたい場合には再委託という手続を当時取っていたわけです。それは県とし

ての契約の中では、この流れ１本で済んでいたというふうに我々としては当時

認識していたわけです。けれども、実際に現場では、それだけでは現地の法律

事務所では契約の手続として足りないと思ったのかというところの検証が必要

だと思いますが、それとは別で現地の事務所の所長と書類の取り交わしをして

いる。それはクライアントと弁護士事務所との関係を明確に、現地の言語でや

るためにされているんだろうと思いますが、そういうことがなされていて、そ

れについて、最近まで我々はあまりそこを把握していなかったところが現状だ

 ということでございます。

 

○高橋真委員　様々あると思うんですけれど、非弁行為と疑われてる以上はや

はりここはしっかりとまとめて報告をすべき話ですし、参考人の発言とも様々

一致しない、非常に疑義を持っている観点だと思います。これは非常に重要な

問題だと思っておりますので、しっかりと精査をしてまた報告をいただけるよ

 うよろしくお願いいたします。

　もう一点行きます。これは報告書16ページになります。この16ページの中に

（４）、下段のほうでありますけれど、ガバナンス及びコンプライアンスに問

題があるというふうに指摘をされておりまして、次のページには、また内部統

制の情報伝達が必ずしも機能していなかったこと、すなわち内部統制の不備が

あったことを意味しているというふうに指摘をされております。このことにつ
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いての対応については、この報告書ではどこで書かれてますか教えてください。 

 

○玉元宏一朗基地対策課長　委員御指摘の調査検証委員会の報告書の16ページ

に書かれている部分から、（４）のところからだと思いますが、これは私ども

今日、お示しをした報告書についての説明資料の中の５ページの上のエからに

なるかと思いますけれども、エのところではガバナンス及びコンプライアンス

 の問題というところで指摘の概要と対応状況を記載をしております。

　まず指摘の概要につきましては、ワシントンＤＣオフィス社の株主総会の議

事録が存在しない年があり、最低限の会社法のコンプライアンスとガバナンス

に問題があるという指摘でございます。これに対しての対応状況につきまして

はワシントンＤＣオフィス社が設立された2015年、平成27年ですね、株主総会

の議事録がなく、また2016年の株主総会及び取締役会の議事録がないが、それ

以外につきましては、毎年の株主総会及び取締役会の議事録は存在をしており

ます。令和６年12月24日においてですね、過去に開催された株主総会の内容を

適切なものとして県として追認をする、そして今後の議決権行使の委任を規定

 した要領を策定したということでございます。

　続いて内部統制のほうも申し上げてよろしいでしょうか。続いてその資料の

その下の行ですね、オ、内部統制上の不備という項目でございます。これも指

 摘の概要と対応状況が書かれております。

　まず指摘の概要から、ワシントン駐在は所管課に情報共有をした上で決裁手

続をすることも必要であるが、平成27年当時、駐在職員の間で必ずしも正確な

情報の共有がなされておらず、内部統制の情報と伝達が機能していなかったと

 いう指摘でございます。

 　対応状況につきまして御説明いたします。

　指摘のとおりと認識をしております。現在は、駐在から基地対策課を経由し

て知事等への報告が行われており、また駐在職員と本庁職員との間でも適切な

 情報共有が行われているということでございます。

 　以上でございます。

 

○高橋真委員　ということは、この法人というか、この法人自体のガバナンス

も含めてのお話でありますけれど、法人組織の実態がないんじゃないですか、

そもそもの話を言うと。役員であった駐在員の認識の中に、法人を運営してい

るという認識があったような発言はほとんどなかったんですよ。だから、まさ

にこれは一つ思うんですけど、ペーパーカンパニーではないですか。事実とし

 てお伺いいたします。
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○玉元宏一朗基地対策課長　委員御指摘のことについて、法人としての実態が

あるかないかっていうことですけれども、法人としての実態は、当時会社とし

ても登記をされておりますし、実際に事務所が物理的にあの場所に存在をして、

事務所として機能しておりましたので、ペーパーカンパニーという意味ではな

いというふうに認識をしております。とはいえ、駐在の職員、また我々本庁の

側もですね、ここに会社という法人が存在をして機能しているっていうところ

についての認識が十分ではなかったといいますか、軽く扱っていたようなとこ

ろは指摘としてしっかりと受け止めて、これからの対応に生かしていく必要が

 あるかなというふうに思っております。

 

○高橋真委員　会計や出納機能もワシントンコア社に委ねている会社が、ペー

パーカンパニーじゃないと言い切れるんですか。しかも、そこで働いてる職員

もそこに所属しているという実態がないわけでありますよ。それは県が勝手に

言っていることではないんでしょうか。登記だけはされていますね、登記とか

ね、外観は整えているけど、実際にそういうようなペーパーカンパニーを運営

 していたんじゃないんですか。

 

○玉元宏一朗基地対策課長　今委員の御指摘もこれまでの百条委員会の参考人

招致の中の御意見を踏まえてのことだと思いますけれども、我々としては委員

の御指摘の思い、意図も十分分かった上でですけれども、一応法人としては、

登記をされ事務所もあり、つまりペーパーカンパニーで言うと本当に紙だけ登

記されて、あるはずのところに事務所もないようなものが一番極端な例で言う

とペーパーカンパニーかもしれませんけれども、そういう意味では、一応事務

 所としての実態はあったというふうに認識をしております。

　ただ株式会社としての機能を営利事業っていうことも含めてですね、株式会

社としての機能が表に現れていて、我々内部にいるメンバーも意識をしてたか

というと、そこはあまりなかったというのが実態だったのかなというふうに思

 います。

 

○高橋真委員　優しく指摘をさせていただきますけれど、これまでの経緯から

いきますと、働いてる職員、沖縄県の関わり、会計、出納の在り方、全てもう

フリーハンドで全く沖縄県の関わりが見られないんですよ。さらにＦＡＲＡ登

録のために必要だったというのはよく分かりますが、そのためだけにそういう

法人が存在していて、さらに２億もの累積赤字をして不適切な決算と現金出納
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をやっているそんなカンパニーを、何も沖縄県が関わってこなかったカンパニ

ーが本当にペーパーカンパニーじゃないって言い切れるのかなと思うわけであ

ります。それはペーパーカンパニーにしてしまった沖縄県の責任だと私は思っ

 ているわけですね。なので、そう指摘されても仕方がないと思っております。

　最後18ページ、報告書に関しての引継ぎについてであります。17ページから

ちょっと続きますが、ガバナンス及びコンプライアンスの問題の中で、現在も

なお業務手続、手順書、あるいはマニュアルを備えていないことを確認したと、

現在もなおですね、10年間たった今も。そして、ＦＡＲＡ登録を含む法令を踏

まえつつ、手探りで仕事をしていくことが多いという回答が得られたというこ

とで、この事務引継、業務引継に対して大変問題があるという指摘がされてお

ります。10年経過しております、約９年間。こうした運営の実態であるという

ことは、この組織のガバナンス欠如の最たる例ではないでしょうか、事実とし

 て見解をお伺いいたします。

 

○玉元宏一朗基地対策課長　委員から御指摘のあったことについてですね、こ

の報告書においても厳しい指摘がなされていると思いますし、今、私どもとし

ては指摘を踏まえて、現在は基地対策課に担当２名配置をして――今委員から

御指摘あったところは、私どもが説明した資料の５ページ目のカのところに当

たるところ、決裁手続に係る引継ぎ方法の問題っていうところになるかと思い

ますが、指摘については、先ほど委員から御指摘あったように、本来、後任者

に対して決裁手続に関わる正確かつ迅速な引継ぎを行うためには業務の流れ、

法的根拠資料の保管場所を示した標準的な業務手順書を備えるなどして対応す

ることが必要であるが、そういう業務手順書が備えられていないという御指摘

でありまして、それについては御指摘のとおりと受け止めております。そして

対応としては、これまで沖縄県の職員服務規程という形で、定められているよ

うな、一般的な事務引継書を用いて、引継ぎをしていたところなんですけれど

も、ワシントン駐在の事務の特異な部分、非常に特徴的な、特徴がある部分を

踏まえる場合には、さらに詳細な業務手順書をしっかりと作成をして、事務引

継をするということが必要と考えられますので、新たな体制を検討するに当た

 っては、そういうところも含めて検討させていただきたいと思います。

 

○高橋真委員　では、これ私は討論でも言ったところでありますけれど、やは

り大きな課題だと思います。内部統制の大きな課題だと思っております。もち

ろんこの全く備えられていないという事実で、今後はこう改善していきたいっ

ていうのは一定の理解はできるんですけれど、これまでのけじめっていうのは
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つけないんですか。こんなに多くの課題を残してきたんですよ。それがこれか

ら改善します、御理解くださいというのはこの後の話で、今事実があるわけで

すよね、報告に対して、こういう認識をしますと。この後の、この事実をどう

 捉えていくんですか。

 

○又吉信基地対策統括監　今おっしゃったような事実を含めてですね、今の状

態ではこの事務所はもう継続できないだろうということで、この事務所につい

 ては閉鎖に向けて手続を進めていくというところでございます。

　ただし、ここで反省点あるいは専門家からの指摘がありますので、それ自体

二度とこのようなことがないような形で、次の再開に当たっては、そういうと

 ころは丁寧に対応していきたいというふうに考えているところです。

 

○高橋真委員　以上です。 

 

○座波一委員長　ほかに質疑はありませんか。 

 　大浜一郎委員。

 

○大浜一郎委員　高橋委員の件と関連をしますけれどもね、その前に今日、知

事公室長と副知事が見えられていないんだけども、ちょっと遅参して大変申し

訳なかったですけど。今日の発言は、このお二方もちゃんと２人が居ても同じ

 ような発言をするという理解で進めていいんですよね。

 

○又吉信基地対策統括監　対応するために考え方をいろいろまとめて、勉強会

は公室長も一緒にやっていますので同じ認識ということでよろしいかと思いま

 す。

 

○大浜一郎委員　分かりました。 

　それではですね、今回の議会でゼロと予算計上ができなかったということで、

その分を予備費に回すということになった。るる今後の在り方の件についても、

質問もあったというふうに思うんですけども。皆さんの中では、これは終わっ

たとは思っていないでしょう。私は何も終わっていないと思っているんですよ。 

今はどういう心持ちでこの問題に対処しようとしているのか、ざっくりでいい

 からちょっと答弁をもらえますか。

 

○座波一委員長　休憩いたします。 
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 　　　(休憩中に、大浜委員から質疑の趣旨について説明があった。)

 

○座波一委員長　再開いたします。 

   玉元宏一朗基地対策課長。　

 

○玉元宏一朗基地対策課長　お答えいたします。 

　今回の報告書を受けて、またその前に先立って、同時期だったと思いますが、

議会の議決も重く受け止めながらですね、県としては今回のワシントン駐在を

めぐる一連の経緯については、大変重く受け止めております。公務に対する信

頼を回復するためには、透明性を持って県民の皆様に説明する必要があるとい

 うふうに考えております。

　このため職員による調査のみならず、日米の弁護士、内部統制、情報公開に

関する専門家など外部の有識者６名で委員会を結成をして、今回調査検証して

 いただいたと、その結果を報告していただいたということでございます。

　そして我々としては昨年12月に追認の処理をして、今、その時点で考えられ

る所定の手続をするなど改善の措置を講じてきたわけですけれども、しかしな

がら調査検証報告の委員会の報告については様々な指摘をいただいて、かつ今

後のあるべき姿としては、いま一度、原点に戻って日本法及び米国法との適合

性を含めて、その方法について十分な検討を行うべきであるという提言をいた

だいております。指摘の一つ一つ、たくさん多くの指摘をいただいたわけです

けれども、そのうち一部については、沖縄県との意見、認識が異なる部分もあ

りはするものの、全体としてあれだけ多くの指摘、疑念なり指摘ということを

いただいている以上は、こうした指摘や提言を真摯に受け止めて、ワシントン

ＤＣオフィス社は一旦整理するということにしております。まずは、報告書で

指摘された点をしっかり精査をした上で、今後、駐在機能が再開できるかどう

か、我々としては再開したいという意思はあるわけですけれども、まずは指摘

された事項についてはしっかり精査をして、改善点を見つけていって、委員の

皆様にも、しっかり納得いただけるような状況がつくれるかどうかが、我々の

 これからの取組かと思っております。

 　以上です。

 

○大浜一郎委員　知事はまた来年、再開に向けて、またそれなりの意思表明と

 いうか、方向を出していくように皆さんも頑張るのかな。
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○玉元宏一朗基地対策課長　今回、ワシントンＤＣオフィス社というこの会社

をつくって、現地で設置をしていたということについて、様々な御指摘をいた

だいているわけですけれども、それについてはしっかり改善をするといいます

か、まずはその課題について事実確認も改めて含めまして、検証をしっかり進

めていくわけですけれども、一方で、ワシントン駐在が我々としては、米国の

ほうで沖縄県の基地問題を中心とした様々な課題を、米国政府に訴えてきたと

いうことについての成果は一定程度あったというふうに私たちとしては思って

おりますので、どうにか様々な課題をクリアできることはもちろん大前提だと

思いますが、我々としては再開に向けて、まずは取り組んでいこうというスタ

 ンスでございます。

 

○大浜一郎委員　再開するステージに立った場合には、もちろん我々も一緒に

ね、与野党関係なく、一生懸命それについて話合いをしていこうと思っている

けども、実は最初に申し上げたように何も終わってないっていうのは、実は何

 も終わってないんですよ。

　というかね、これ会社を一旦閉鎖するという場合には、株式会社を閉鎖する

場合には清算結了が必要だよね、清算結了という手続がまずあります。そして、

そっから要するにアディショナル・ペイド・キャピタルで得たものが、もうた

まりたまって、もうこれが累積２億どれぐらいになっているかな、なっていて

ね。それともう一点、大事なのはこれね９年間、皆さんが治癒したっていうの

は12月くらいになってからでしょう。その前はどうだったのかっていう問題を、

 これ考えないといけないと思っているんですよ。

　もし仮にこれが今後ね、百条委員会も含めて、違法性が高まって違法となっ

た場合にはどういうことが起きるかというと、９年間に支払った金額、委託料、

そうすると人件費、これ全部返還しないといけない可能性だってあるんですよ。

まずこれをきちっとしてからスタートですよ。あのね、そこだけはしっかり頭

に入れて、今後の処理をしていかないといけないですよ。来年度なんかね、再

開するなんてことは、こういうのが全部きれいに終わってからじゃないとでき

ないですよ。そういう認識ありますか、皆さん方に。多額の返還が出てくるん

ですよ、10億近く。これ清算結了しなきゃいけないから、清算結了を終わって

からしか整理できないんですよ、精算するためには。そういったことが、皆さ

 んの中にイメージとしてあるかっていうのをちょっと聞きたい。

 

○玉元宏一朗基地対策課長　委員の御指摘は、企業も経営されている委員だか

らこその非常に実務的な、現実的な御指摘だと思いますが、私ども正直なとこ
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ろ、そこの部分に強いとは必ずしも言えないような状況でございますので、そ

れについては、専門家の方にも意見、助言を受けながら、委員の皆様に全て納

得してもらえるような解決の仕方をこれからしっかり検証する必要があるかな

 というふうに思っております。

 

○大浜一郎委員　これ今ちょっと軽くお答えいただけたけれど、むちゃくちゃ

重いよ。これ本当にやっておかないと、違法なものに違法な支出をしてしまっ

たということが現実になった場合、これ返還しなきゃあいかん。これはただ返

還して終わりじゃないですよ、これに携わった人たち、それを決裁してきた人

たち、それをジャッジしてきた幹部も含めて、彼らも問われなきゃいけないん

ですよ、これは。だからそういった処罰も含めての問題があるんですよってい

うことを、ちょっと認識しておいておかなきゃいけない。だから、もう最初に

副知事、公室長と同じような言葉で、重い言葉として捉えていいですねと俺、

 言ったのはそこですよ。分かりますか、その件。

 

○玉元宏一朗基地対策課長　委員がおっしゃられる重いことなんだということ

についてもしっかり受け止めてですね、検証委員会の報告書においてもですね、

違法という言葉を使って、ただもちろんその可能性が否定できないっていう断

定をしない表現ではありますけれども、その言葉が使われていることについて

 も当然、重く受け止めております。

　ただ一方でですね、私たちもまだこれまでの経過についてこれから検証して

いく中で、今現時点で違法だというふうに、我々が決めているつもりではない

 わけですけれども、しっかり真摯に検証して進めていきたいと思います。

 

○大浜一郎委員　そうです、まだ決まっているわけじゃない。ただ住民監査請

求とかね、裁判問題になる可能性だってなきにしもあらず。だからそういった

問題も含めて、常々これをどうやってきれいにしていくのかということが終わ

ってからこそ、次のステップに上がれる。そのときは僕らだって真摯に対応し

ていきたいというふうに思っているので、これをしっかりとですね、前提にこ

れから４月以降を仕事していってもらわないと困るんですよ。そこはよくよく

 分かっていていただきたいなっていうのが１点。

　質問を変えますけれど、知事は年度内のこの調査検証委員会の報告にこだわ

っていたわけですよ、年度内にね。このことによって報告書では指摘されてい

るように、ある意味、３月末までの情報しか取りえないものだから、ある意味、

不完全な調査検証となってしまったんではないかというふうに思っています。
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その点、なぜ知事は年度内の報告にこだわったのか、監査請求もまだ出てこな

い中でね。我々が動議を出したけれど、まだそれが出てきていない中で、なぜ

年度内に、もしかしていいお答えが出てくるのではなかろうかと期待したのか

も分からんが、年度内になぜやる必要があったのかなと思うんだけれど、そり

ゃあ、だってトップダウンでこれ設置されたんでしょう。だから、それはどう

 いうふうな解釈を持っているのか。

 

○又吉信基地対策統括監　お答えします。 

　おっしゃるとおり、年度内という形で委員会のほうにはお願いしたところで

あります。その考え方といたしましては、ワシントン駐在のあるべき運営体制

の構築に向けて、早期に一定の方向性を得る必要があったというふうに考えて

 おります。

　また議会のほうで質疑を通して論点がある程度、一定程度、出てきたのかな

というところでですね、そこからの期間に応じて調査項目を区切った形で検証

 をお願いしたいというところです。

 　以上です。

 

○大浜一郎委員　日程の方向性っていうのがよく分からないんだけれどね。結

局ね、急ぎすぎてもっと調べられたのに、もう弁護士の皆さん、ここでもう終

わりだよと、年度に区切られているから。結局オウンゴールしたようなものよ、

なぜここで切ったのかなっていうのが、日程の方向性とかが、これがどういう

 日程の方向性で３月末までにやらなきゃいけなかったの。

 

○又吉信基地対策統括監　すみません日程ではなくて、一定の方向、一定の方

向性を得る必要があるというふうに考えておりました。４月以降、また新しい

契約になるものですから、それに向けてやはり今の体制なものでいいのかどう

か、あるいは何か変更する点がないかどうかという形でですね、そういうとこ

ろを指摘していただきたかったと。それがこちらが想定した以上のことが指摘

 が来たというのが本音かなと、すみません。

 

○大浜一郎委員　今言うようにね、一定の方向性が見えてきたと自己解釈しち

ゃったのよ、皆さん。自己解釈して一定の方向性が見えてきたから、４月から

日程どうしようかなというふうなところに前のめりになって、事の本質、本質

というか、この問題の本質をちょっと軽く考え過ぎたのかも分かんないな。で

 しょう、要は、そういうことでしょう。
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○又吉信基地対策統括監　すみません、当初やったのは、この委員会からの報

 告を受けてよりよい方向性を持って行きたかったというところでございます。

このよりよい方向性、我々の当初のお願いしたときの想定としては、今のオフ

ィス社を続けていきながら、ここに改善すべきところがあったら改善点をいた

だきたかったということでしたけれども、もう委員会の報告から受けると、よ

りよい方向性にするにしても、今の会社のままでは駄目だというところで、閉

 鎖手続に移らざるを得ないというふうな形で受け止めたところでございます。

 

○大浜一郎委員　百条委員会があったり、議会があって、よりよい方向性を見

いだそうということ自体が問題を軽く考えているんですよ。よりよい方向にな

るはずがないんだよ。あれだけ疑義が出てきて、答弁が二転三転して分からな

いこともある。その間に、当時を知る人にいろいろ聞いてきたらこの存在も分

からない。どこに誰がジャッジしているかも分からない。だけど、よりよい方

向性を３月末で区切って４月いっぱいかかってくるなんて、だからこの問題の

本質はあんたたちね、軽く考えすぎだったんだよ。いいですか、これまで執行

部はね、自信満々にですよ、自信満々に法解釈を通してきたわけですよ、我々

の質問に対しても。もうこれがいかにね、もうずさんな検討の中でどうしても

今言うように、今もそう思ったんだけど、これ都合のいい解釈論を積み重ねて

きていたんじゃないかなと思ったりする。じゃ誰に聞いて、この大丈夫ですと

か言ってきたのかっていうのが、今になってみれば分からないわけよ。あなた

たちが皆さん、皆さんが私たちに答えてきたのは大丈夫です、問題ありません、

断定したこともあったよ。公務員が政治活動するのは、兼業をやっていたのは

問題ありませんみたいな、こんなのも断定していたんだよ。これ結局、僕らが

言ってきたことが裏付けられたんだよ、検証委員会で。だからね、こういった

何ていうかな。今話を聞いてみてもね、この問題をどういうふうにしてきれい

にしていくかっていうのをちょっと深掘りしたほうがいいな、皆さん中で法解

釈も含めて。僕らがこうなんじゃないですかって言ったことが、そのままで検

証委員会でそういう疑いがあるってなっているんじゃないですか。皆さんが都

合がいいように法解釈をしてきたり、本当にどういった行政の責任としてだよ、

 あったのかって僕は問われるべきだと思うよ。

　結局、今の答弁もそれに裏付けられたのにちょっと軽いんだよ、答弁が。そ

 ういうふうに思いませんか。

 

○又吉信基地対策統括監　全てがそうだったかちょっとあれですけれども、我
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々は今おっしゃったような形でですね、事実はところどころとか、全部はもう

書類として残ってませんので、そこについて、つなげたところにしてこう推論

 しているとか、そういうふうな形でできるだけ答弁してきたところです。

　ただ、法解釈で分かったところについては、確かに断定したような形で答弁

 したこともあります。

　先ほどおっしゃったような形でＦＡＲＡ登録の政治活動、それと地方公務員

法の政治活動、ここについては明確に違いますよという形で、そういうものに

ついては明確に、あるいは総務省の見解とかですね、そういうふうにいただい

たものについては明確に断定してきたつもりなんですけれども、事実関係がは

っきりしないところについては、こういうふうに推論されるというような形で

 ですね、断定したことはちょっとないのかなというふうに考えております。

 

○大浜一郎委員　我々からすればね、ほとんど自分たちの解釈が当たっていて、

皆さんの解釈はいかがなものかとしか僕らは聞こえなかったよ。今さらそんな

こと言ったら我々はちょっと納得がいかないよ。基本的に、だからこういう二

転三転してきた法解釈とかいろんな問題についても、後からこうやって検証委

員会の中で疑義が持たれるようになってきてしまったのが事実です。ですので、

今後やるべきことは当時のことも、僕らはきちっと整理整頓していかなきゃい

けないけれども、これからやるのはきちっとこの問題に対して皆さんが真摯に

向き合っていくということ、分からないことは分からないとしてちゃんと調べ

て報告するようなスタイルにしていくこと、そこでしなかったら次また同じこ

と起きるから、そういったことをしっかりしていただきたいなというふうに思

 います。

　その点をこの４月から今年度にかけては、この整理整頓を僕はしっかりやる

べきだというふうに思ってますよ。できれば、今年中に終われるかどうか、今

年度中に終われるかどうか分からないけれども、これきちっと整理整頓して、

つまびらかにして、県民に説明するような形に持っていかないと、次何かやろ

うって言ったって疑念が残ってはいけないと思う。皆さん、本当に担当部署と

して、そういう責任を負ってるというふうに思うんですよ、この１年。ちょっ

とそこら辺のところの考え方を、ちょっと整理整頓したお答えをいただきたい。 

 

○又吉信基地対策統括監　お答えします。 

　この報告書もそうなんですけども、この百条委員会含めて議会の指摘、ある

いは今後出てくるであろう監査の指摘も踏まえてですね、先ほど大浜委員もお

っしゃってましたけども、やはり一つ一つ、本来、そのときにどんな対応する
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 べきだったかというところは確認していく必要があると思ってます。

　それについては当時の担当を含めてですね、正しいやり方じゃなかったら、

なぜそうしたんだというのを一つ一つ確認していく必要あるのかなと思ってお

ります。そうした上で、最終的な形で報告とかですね、そういう形でできるの

 かなというふうに今考えてるところです。

 

○大浜一郎委員　最後になりますけれども、この問題はワシントンの問題を百

条委員会でやったときに誰も知らない、当時の幹部も知らない、駐在の所長さ

んも知らない、知らない、知らない、知らない、知らない人ばっかりなんだ、

これ。だけどお金は流れていっている。成果はあると言っている。だけど誰も

知らない、知らない。それが積もり積もった中でよく分からないわけよ。だか

らそれをきれいにしましょうねってことよ。これ県のお金、県民の税金を使っ

ているから、公金を使っているから。ぜひ、それをしっかりとこの１年できれ

いにすること、第一の仕事にしないと、次の展望が見えてこないってことを申

 し上げたいと思います。

 　以上です。

 

○座波一委員長　今、大浜委員が言ったとおり、事実確認をするための百条委

員会ですから、これは皆さんを追及するためでもない。これ皆さんが実務者と

してやってきたこと、やらなければいけなかったことを積み重ねてきた結果な

んだから、それが今、事実として解明されなければいけないという前提に立っ

てますので、そこをしっかりと押さえて、本当に正直に答えていってほしいと

いう思いが強く出てるわけですので、ぜひとも、これからもそのようなスタン

 スでお願いしたいと思います。

 

○座波一委員長　ほかに質疑はありませんか。 

 　新垣淑豊委員。

 　

○新垣淑豊委員　ちょっとすみません、先ほどの大浜委員の質疑の中で、統括

監がお話しされてましたけども、この法解釈の件ですね。今治癒されていると

いうことがあるじゃないですか。例えばこの議会報告書についての対応状況、

ア及びイのところですね、追認等の手続を行ったというふうにありますけれど

も、追認に関してこの検証委員会の報告書の中では19ページ、2024年12月24日

付の追認が仮に遡及的な効力を持つこととされたしても、民法第116条からも

明らかなとおり云々というのがあって、その後に追認の法的効果を論じる意義
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はもはや見いだし難いっていうふうにあるんですね。これはどういう意味です

かね。それをですね、先ほどは統括監、いや法的根拠が定かでないところは聞

きながらというお話されてましたけど、追認決裁有効だっていうふうに、これ

ずっと断定されてるんですよ我々に対して、これ議会の中でもですね。それは

正直、これはもうある意味、都合のいい法的解釈をしてきたのではないかとい

 うふうに私は思ってるんです。

　もう一つ言いますと、私はこれ一般質問でも聞きました。ワシントンＤＣ株

式会社、これとワシントン駐在いわゆる沖縄県、これは別法人ですよねってい

うお話をしたんです。あくまでも自治体、これは１つの法人です。ワシントン

ＤＣ株式会社の法人ですという話をしたときに、公室長はもう何度も何度もこ

れ一緒なんですっていう話をしたんです、一体なんですと。だけれども、調査

検証委員会の報告書の中では相互の契約がされてないとかですね、こういった

ものが出ています。この件については、どう今整理されているのか教えていた

 だけませんか。

 

○又吉信基地対策統括監　お答えします。 

　恐らく先ほどもお話しましたけども、ワシントン駐在については、県職員の

身分のまま駐在という肩書を持ってワシントンのほうにいます。それと営利企

業従事許可を得て、ワシントンＤＣオフィス社の役員の肩書を持った形で行っ

ても、そういった意味では法人としては別なんですけども、まず中の人は駐在

と役員という形で同じ人がやっているというところから、そのような発言して

 たのかなというふうに考えております。

 

○新垣淑豊委員　だから、私はワシントンコア社とワシントンＤＣオフィス社、

ここの間には再委託契約が必要じゃないですかって問うたんですね。そのとき

に必要ありませんと言われた。このときの法的根拠は何だったの。この我々に

対する答弁の根拠は何だったのかというところを知りたい。どう整理されてい

 たのか。

 

○又吉信基地対策統括監　お答えします。 

　県がワシントンコア社に対して、このワシントンＤＣオフィス社の運営に関

しての支援業務を委託しているというのが根拠かなというふうに考えておりま

 す。

 

○新垣淑豊委員　そこは別法人でしょっていうことに対して、いやそうではあ
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りません、お金も流す。そこで採用されている従業員の給料も払う。本来であ

れば、そこは私は再委託契約をするべきではなかったかと、これ別法人だから

ねという話だったんですよ。だから確かに、この株式会社の存在っていうのが

分からなかったから、分からなかったからこれはもうそういう流れになってい

たかもしれない。だけど、本来であれば整理したらですよ、違う法人の間の話

なんだから、そこをしっかりやるべきではないかと言ったら、そこは整理しま

すという話をすればよかったんだけども、これは再委託に当たらないとはっき

り言ったから。だから、このほかのこともそうなんだけれども、今までの答弁

というのが何の根拠をもって、皆さんは我々に対して答弁してたのかと、何の

根拠を持って答弁書を作っていたのか、そして公室長は我々に対して答弁をし

ていたのか、そこが知りたい。今までね、今までですよ。いろんな質問をして

も、いろんな質問をしてね、返ってきます。いや、そういうことじゃないんだ

よって我々が言ったとしてもですよ、重ねてになりますけど、繰り返しになり

ますけど、そういった流れで根拠を示さないんだよ。その根拠を持ってちゃん

と話をしてくれれば我々も納得するし、そこに対する追及もなくなる。だけれ

どもそれが今までなかったというのが、私はこのワシントン事務所問題の大き

な課題であるし、問題であると思ってるし、これが実は、このワシントン駐在

問題だけじゃない今の県政が、我々に対して議会での答弁を作る際に、同じよ

うなことをやっているように私は見えてるんです。だから、そこら辺はしっか

りと考えていただきたいなと思って、今日すみません、この場だけの話だけじ

ゃないですけども、この場を通してね、これは県の職員皆さんにも、ぜひ考え

ていただきたいことだと思うので、ちょっとこれは提起したいと思っておりま

 した。もしこの点について何かコメントできるんだったら。

 

○又吉信基地対策統括監　まず全体的な今答弁ということであれば、それは承

ってちゃんと三役含めて伝えたいと思います。それとこの件についても、先ほ

どの繰り返しなるんですけども、県とコア社のほうでは委託契約を交わしてお

りまして、このワシントンＤＣオフィス社の運営支援と活動支援というのを委

託しております。その支援の業務の一環として、コア社のほうからＤＣオフィ

 ス社のほうにお金を流したという理解でございます。

 

○新垣淑豊委員　違うんだよ、ワシントン駐在事業に、ワシントン駐在、沖縄

県のワシントン駐在に対しての支援はこれはオーケー、オーケーなの。という

ことは、もうこのワシントン事務所株式会社があるということを知ってたわけ

じゃないかとそうなるんですよ、今の話だと。その会社の存在を分かっている
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から、そこの支援をしてくれっていうのを皆さんは頼んだのかっていう話にな

るわけ。今日、先ほど言ったように、私はこの存在を知らない、知らない、知

らない、誰も知らない。そんな中で今の答弁されたらね、いや、もともと知っ

てんじゃないかという話になるわけです。だから、そこがおかしいんじゃない

 かと私は思うんですけど。

 

○又吉信基地対策統括監　恐らく我々が今、言っているのはこの物理的な事務

所に関する支援。今、委員がおっしゃっているのは、法人に対する支援という

 形でそこの違いかなというふうに考えております。

 

○玉元宏一朗基地対策課長　新垣委員がおっしゃられたような課題、問題点と

 いうのはおっしゃるとおりだったと思います。

　私どもの実務の面で正直なところ、率直なところで申し上げますと、私たち

はワシントン駐在の業務について、特に予算事業を執行するっていう意味で言

うと、もう少しシンプルに委託事業っていうふうに、通常の委託事業と同じよ

うに当然考えていまして、活動支援、運営支援という２種類の支援事業がある

んですけれども、基本的には支援事業という予算事業で委託をした以上は、委

託先のほうで、これ包括的に駐在の活動を支援してもらうんだっていう何か認

識でいたわけですね。その中に様々、その直接委託をした事業者が直接にはで

きないような、再委託しなければならないような業務があるっていうのは、も

ちろん認識してるところもあるし、してなかったところもあったというところ

です。認識していたのは、その再委託自体が適切かどうかのまた指摘はあるわ

けですけれども、弁護士事務所とか、会計事務所とか、ＦＡＲＡに登録がされ

ているようなマーキュリーのような会社とか、この辺りについては、我々再委

託が必要だということを委託事業者からも聞いておりましたので、それを承認

したっていう手続をしたんですが、ＤＣオフィス社っていう株式会社の存在そ

のものをあまり強く認識してなかった、明確に認識しなかっていう中で、再委

託が必要だっていうことにも当然、そこには思いが至らなかった、我々の中で

はですね。そういう認識の中での答弁だと、委託事業の中でやっているから一

緒なんだっていうような答弁になったのかもしれないっていうことは、実務の

 面でいうとあるかなと思います。

 　以上です。

 

○新垣淑豊委員　先ほどの法的解釈の件なんですけれども、追認しましたよと

いうふうに言われてますけども、これも追認の法的効果を論ずる意義は見いだ
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しづらい、見いだし難いというようなことまで言われてるわけですね。だから

ここはこの追認をしたと言っているけれども、その間に全てのいろんな人が関

わってきている。だから第三者の権利、利益や法律関係を害することができな

いことは当然であるというふうに言われてるもんですから、これは今県がね、

いやこれ追認しましたよって言っても、これで通るかっていうところもあるん

ですよ。だからこれ本当に効果があるのかというところは、どういうような認

識なのか。どういうその法的根拠を持って、この追認がオーケーだということ

を言っているのか、もう既に要は法的専門家がこういうことを言っているのに

もかかわらず、その県は追認はオーケーだと、追認したからもう問題ないと言

 い切れるのか、そこはどう考えている。

 

○玉元宏一朗基地対策課長　今、委員御指摘あった箇所について、報告書の中

 で追認の法的効果を論じる意義は見いだし難いという指摘がございます。

　この趣旨について、県としては、設立当時の文書による沖縄県としての意思

決定が確認できないという事実、そして法定の手続がなされていなかったとい

う事実については、沖縄県が追認をしたからといってその事実はなくなるもの

ではないというような指摘というふうに受け止めておりまして、行政組織であ

る県に対して、大きな反省を促すという意味があったりというふうに受け止め

ておりますので、これも含めて、今回の報告書をしっかり検証していきたいと

 いうふうに思っております。

 

○新垣淑豊委員　じゃ、これはもう県としては追認をしているから大丈夫だと

いう認識で、今動いてるということでよろしいですか、問題ないと言っている。 

 

○玉元宏一朗基地対策課長　この追認した当初は、この追認によって、我々が

できることについてある程度対応ができる、できたというふうに考えていたの

でそういう答弁をしたかと思いますが、今、調査検証委員会の報告書も受けて、

議会の議決を経て、閉鎖に向けての取組を進めている中では、一つ一つこの追

認の効果っていうところがどこまでに及ぶのか、及ばないところがあるのかと

 いうことについてもですね、改めて確認をする必要があるかなと思います。

 

○又吉信基地対策統括監　県が昨年12月に行ったこの追認についてはですね、

まずはこのワシントンＤＣオフィス社が、県の決裁文書なしに設立されたとい

う形で、県の手続がなかったことを遡ってですけれども、12月になって過去に

戻った形で、それがあったことにしましょうという形で内部の手続のものを追
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認したというところでございます。それによって第三者の権利を害したかとい

う話なんですけれども、アメリカのほうで見ると、この県、こちらの内部の手

続は置いといて、ＤＣオフィス社というのが登記上も存在している。その存在

してる前提で、いろんな権利関係が発生していますので、この県が行った追認

というのは、この第三者の権利を害するというよりも、第三者がこのＤＣオフ

ィス社を前提として、今までやってきたいろんなものについて、逆に肯定する

 ような県の追認の効果であろうというふうに考えております。

 

○新垣淑豊委員　ちょっとごめんなさい、その説明だとちょっと私、何か腑に

落ちないところがあるんですけども。ちょっとこの話はまた別の方にやっても

 らいましょうね。

　今、職員の兼業許可の話も出ておりますけども、職員は今何をやっているん

 ですか、駐在職員。

 

○玉元宏一朗基地対策課長　お答えいたします。 

　残っている駐在はですね、まずは今年度、まず今取り急ぎ必要なことはです

ね、閉めるに当たってもいろんな手続なり検証が必要ですので、まず先ほども

申し上げたとおり、我々、一応予備費を充当させていただきまして、当面、事

務所、その日で４月１日をもってすぐ閉じるっていう契約解除するわけにいき

ませんので、そういうあと人件費の部分ですね、現在の職員をすぐ前日に首切

るっていう、ちょっと言葉の言い方がきつかったですけれども、そういうこと

できないので継続させる必要があるっていう中で、それはもう当面、ワシント

ンコア社と実質的に契約を少し継続するような形で処理をするしかないという

ことで、それに向けてのいろんな事務的な作業を取り急ぎ、今やっていただく

 ことをしてもらっています。

　その後１か月間をめどに閉めるに当たっての作業量、どのような手続が必要

か、どのようなマンパワーが必要かということを、ある程度見込みを立てた上

で、その見込みを立てるいろんな調整作業を現地の駐在にやってもらうわけで

すけれども、その作業の見込みが立ったところで順次、そのまま２人もう少し

残ってもらうのか、１人は帰ってもらうのかっていう判断をしながら進めてい

 くことになるのかなっていうことで、今取り組んでるところです。

 

○新垣淑豊委員　今、ワシントン駐在の職員の立場、要は県の中でもう駐在事

務所を閉めるという話になっているわけじゃないですか。駐在自体ももうなく

なるというのが前提ですよね。これに対しての発令っていうのはどういうふう
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 になるんですか、人事的なものです。

 

○仲村卓之人事課長　お答えします。 

　現在、ワシントン駐在のお二人は知事公室の秘書課の副参事と、それからも

う一人は基地対策課の主幹ということで発令を受けておりまして、帰るという

ことが決定した場合は、順次、新しい異動先に配属する発令をすることになり

 ます。

 　以上です。

 

○新垣淑豊委員　分かりました。 

　じゃ、これちょっと最後のほうになるんですけど、これまで先ほども追認を

しましたということでありました。先ほどの高橋委員からの質疑の中でですね、

例えば出てましたけれどこの財政の件ですね、地方財政の件で、多分、子会社

として関連会社として見られるんだったら、これ議会報告を毎年やらないとい

けないはずなんですね。これは議会報告に対しての必要性が先ほどあるないっ

ていうのが、まだ分からないっていう話をされていたと思うんですけれど、こ

れが例えばされていないと、この地方自治法違反ということは、これ答弁でも

出ていましたよね、たしか。この地法自治法違反というのは、今までも出てき

た答弁と、先ほどの高橋委員との質疑の答弁の中で、ちょっと食い違いが出て

 いるのではないかと思ったんですけれど、この辺はどうなんですかね。

 

○真栄田義泰財政課長　すみません、先ほどの高橋委員のときにちょっと明確

な回答もできなかったんですけど、連結会計に当たるかどうかっていう質問だ

ったもんですから、この連結会計に当たるかどうかっていうのは、向こうの今

ワシントン事務所の関係団体がどういった位置づけの内容かっていうのは再度

確認させて、当たるかどうかっていうのはそこでまた回答させてくださいとい

 うことで回答したところです。

 

○新垣淑豊委員　じゃ連結会計ではないにせよ、我々議会に対しての、いわゆ

 る県民の皆様に対してですね、報告義務というのはこれはあるんですか。

 

○又吉信基地対策統括監　お答えします。 

　この経営状況の報告については、地方自治法の243条の３の第２項でですね、

毎年度この議会に報告するというふうに決められております。過去９年間、２月

でまとめて報告するまでは、そういう地方自治法上、違法の状態になったとい
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 うところでございます。

 

○新垣淑豊委員　これは報告をしたものに対して、我々、決算の認定をするわ

けですよね。そこに載せる必要はないのかということはどうですか。多分、公

会計企業は全部我々、決算報告とかいただきますよね。それに載っていないけ

 れれども、それで治癒されたというふうになっているのかっていうとこです。

 

○真栄田義泰財政課長　すみません、申し訳ありません。 

　そこの部分についてもちょっと確認させて、公表する方向ではないかなと思

っていますが、再度もう一回、根拠を確認させてください。申し訳ありません。 

 

○新垣淑豊委員　今のお話の中でもですね、私の質疑の中でも、やっぱりまだ

沖縄県庁内でも整理されてないことが非常に多いと思うんですよ。それを私は

その状況を見て、まだこれをまたもう一回、再開させるとかっていうのは、は

っきり言って早いと思います。だから、全ていろんなものが整理整頓された後

に、もう一度こういう内容のものをつくりたいというふうに提案があるのであ

れば、それは我々としても議論の余地はあると思うんですけれども、多分これ

がないままに、きっちり整理がされないままにですね、知事の思いで今年度中

にまた開けるんだみたいなことをやっぱり報道で我々は知るわけですね。それ

をじゃ我々は本当にうんと言えるかというと言えないです。だから、この辺は

ですね、ぜひこの検証委員会の報告書に対してですね、いろんな御指摘が今あ

 ります。

　実際、私どもに今いただいてる皆さんからの県の対応状況に関しても、この

指摘はちょっと当たらないんじゃないかとかですね、ちゃんと対応しましたよ

というような部分はこれで見受けられますけれども、多分、掘って、掘って、

掘っていけば、今みたいな形でやっぱり調べ直さないといけない、確認しない

といけないっていうのが出てくるはず。それで私この報告書をいただいたとき

に、本当にこんなのでいいのかというのは正直思いました。なので、ぜひ我々

も沖縄県の行政機関もしっかりとやっぱりいい形にしていってもらいたいとい

う気持ちはありますので、どうかその辺り、この報告書に関してもそうですけ

ど、我々も今まで言ってきたこと、大浜委員もおっしゃってましたけれども、

我々が議会で指摘してきたことに対して、やはり一旦、真摯に受けていただき

たいなというふうに思っておりますので、そこはぜひお願いしたいと思います。 

 　以上です。
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○座波一委員長  休憩いたします。 

 

 　　　午後３時10分休憩

 　　　午後３時30分再開

 

○座波一委員長　再開いたします。　 

 　比嘉瑞己委員。

 

○比嘉瑞己委員　よろしくお願いします。最初にですね、我々としても当初か

 ら正すべきところは正すべきだという立場で臨んでまいりました。

　今回のこの検証委員会の報告は、私も重く受け止めております。知事もこの

自ら設置した委員会の報告書をきちんと受け止めて、１度立ち止まる決断をし

たというのは私当然だと思います。ワシントン事務所を再始動させるためにも、

皆さんとしてもしっかりと受け止めて、検証を進めてほしいと思います。その

 上で、ちょっと報告書の最初に受け止めについて聞きたいんですけれども。

　この報告書の最後のページで、今後のあるべき姿とあります。この中で特に

重要だなと思ったのが、中段ぐらい、中段より上のほうですか。現段階の調査

においても、ＤＣオフィス社の設立手続に重大な瑕疵があることは明らかであ

って、その瑕疵が連鎖する形で、その後の運営も含めて違法となる可能性は否

定できない。この部分が重いと思うんです。特に連鎖する形でということで、

最初のこのボタンの掛け違いが結局、後々まで響いたという意味だと思うんで

すけれども。その指摘するところについて、皆さんの受け止めはどのように感

 じておりますか。

 

○玉元宏一朗基地対策課長　委員おっしゃるとおりですね、この報告書の中で

も今引用されたようなところが、非常に重要な指摘のうちの１つだというふう

に思っております。これはどういうことを今、意味するかというところについ

て、例えばという例を私どものほうでも少し考えてみたところ――例えばある

会社の株主総会で取締役が選任をされるという決議が行われて、その選任され

た取締役が経営をしていくというようなところの最初の決議のところで瑕疵が

あるといった場合には、そのあと瑕疵がどんどん続いていくというなことにな

るという意味も含めての指摘かなと思っておりますけれども。それも含めて今

回のケースについて、当初の頃の手続がどのようなものだったかというのを、

 改めてしっかり検証していきたいというふうに思っております。

 　以上です。
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○又吉信基地対策統括監　お答えします。 

　この問題のまず一番大きな問題点としては、最初にワシントンコア社に委託

するときは、ちゃんと統括監決裁でされているんですけれど、その委託手続に

従って、事務所を設置する。それに当たっては法人格が必要という形で、この

法人格――ＤＣオフィスインクという形で決まった時点で、本来はそこで行政

手続として、起案文書で意思決定をする必要があった。この意思決定がなかっ

たものですから、もうその後に発生した株の公有財産登録の漏れとか、あるい

は経営状況の報告とか、あるいは営利企業従事許可とか、明確なそこで意思決

定がなかったものですから、その後のほかの人、後任への引継ぎとか、そうい

うものも全てやって来なかったということで、もうここが一番大きなものだと

思っています。それを踏まえて、このようなケースになったのかなというふう

に考えておりますので、ここについていま一度そういう内容を踏まえた上で、

また恐らくこれ全庁的になると思うんですけれども、文書の管理については公

文書管理条例もできましたので、しっかりとやっていきたいというふうに考え

 ております。

 

○比嘉瑞己委員　まさにそこだと思うんですよね。今、答弁で既にあったかも

しれないんですけれども、今日皆さんが持ってきた資料の１ページ、ちょっと

 確認したいんですけれども。

　１ページ、もう一番最初にこれが来るわけですよね、設立についての問題点

 ということで指摘を受けています。

　ワシントンＤＣオフィス社の設立手続についての問題点で、報告書は指摘を

しているわけですが、このアとイは知事決裁の手続が取られていないという指

摘があって、皆さんも対応状況の中では、もう追認を行ったけれども、云々か

んぬんと続くわけですよね。これちょっとよく分からないのが、この１ページ

の下から２段目。こういったこの手続というのは委託先の提案に沿って手続を

進めたものと推察していると。やっぱりそういうのがないと設立できないから、

何らかの手続はあったんだろう。意思決定もされていたんだろう。だけど、現

在それが確認できないんだという理解でいいのか。やっぱりその当時から何ら

意図的に、そういう手続もすっ飛ばして、やりたい放題やっていたのか。全然

意味合いが違うと思うんですよ。ちゃんと米国法に従って皆さんはやったけれ

ども、記録としてそれが確認できないという意味なのか、そこら辺はどのよう

 に今考えているんですか。
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○又吉信基地対策統括監　お答えします。 

　まず残っている、起案文書等の公文書についてはありません。ただメールの

やり取りという形で、一部残っているのがありまして、確か現地の日付で平成

27年の現地は４月30日、こちらでは５月１日なんですけれども。そのときにワ

シントン駐在のほうから、こういうふうな形で何か法人を設立しないといけな

いというような形のメールが、ワシントンコア社の間であって、そのときワシ

ントンコア社のほうから法人の形態という形は、３つの形態が考えられますと

いうような提案があって、その提案について、そのワシントン駐在のほうでイ

ンクのほうで、Ｃコーポレーションのほうでお願いしますというな回答があり

 ます。

　駐在のその時の参考人の意見とか、私が聞き取った内容からすると、その前

日に本庁のほうと、ウェブ会議をしたというところで、このウェブ会議の中の

主な内容は５月末から６月にかけての訪米ということだったんですけれども、

冒頭のほうでそういう法人格を設立しますというようなやり取りをしましたと

いうようなものがありますので、それをつなぎ合わせていくと、やはり最初の

ほうでワシントンのこの駐在のほうから本庁のほうに、法人格なりを設立しま

すという報告があったのかなと。ただそれに対して、本庁は何らアクションが

なかったというところで、駐在はＣコーポレーションでお願いしますというよ

 うな形で、回答をしたのかなというふうに考えたところでございます。

 

○比嘉瑞己委員　これまでの参考人の答弁も大体そういうお話であって、何ら

かの意思確認はしている。だけど、これを本当に意思決定として、決裁とかで

すよね。こうした公式な意思決定の文書というのが残っていないということに

 尽きるんですかね。

 

○又吉信基地対策統括監　はい、そのとおりでございます。 

 

○比嘉瑞己委員　それについては、先ほど統括監がおっしゃったように公文書

管理条例でですね、やっぱりこの件をしっかりと教訓にして、今後改めてほし

 いと思います。

　続いて、指摘されている（ウ）なんですけれども、審査委員会が開催された

ことを直接示す議事録の文書が提出されていない。開催されたのか不明とある

んだけれども、皆さんとしては、記名押印した結果表が保存されていると。や

ったことは、皆さんはやったであろうと思っているけれども、結局開催された

ことは明らかであるという、皆さんは認識なんですか。これを本来だったらど
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 ういうふうに残しておくべきだったんですか。

 

○玉元宏一朗基地対策課長　報告する中では、実際に審査会が適切に開催され

たのかが、不明な状態であるというふうな指摘だったわけですけれども、私た

ちの認識といいますか確認した中では、各委員がこの委員会を開催した後に、

記名押印して点数を付したような審査結果が、それぞれ直筆で書かれているも

のが残っておりますので、通常我々がこれを見たときには開催をされたという

ふうに認識をするものでございます。ただ議事録という形のものが残っていな

かったというところを指摘の中では、触れられているわけですけれども。その

当時の会計の手続の中では、この審査結果がしっかり残ったものを添付して執

行を進めれば、その審査も通って執行できたという状況がありましたので、そ

 れでそういう残し方をしたのかなというふうに想像しております。

 

○比嘉瑞己委員　しかし、それだけでは不十分だよという指摘ですから、やは

 りここも改善が必要だと思います。

　今度、エなんですけれども、ここは議会でも大きな争点になっていますけれ

ども、代理権の問題としては発起人である米国総合法律事務所の弁護士のＤＣ

オフィス社の設立についての代理権の有無が不明であるという指摘ですよね。

だけど、皆さんとしてアメリカでは弁護士が発起人になることは一般的に行わ

れていると。実際、この会社はもう設立されているから、やっぱりそういう人

がいないと設立できないわけですよね。だけど現時点でこれ振り返ったときに、

それを証明するものがないという意味なのかな。これ何があったら、審査会も

 納得できたんだろう。代理権の有無を確認するためには……。

 

○大城美千代基地対策課副参事　お答えします。 

　検証委員会の委員からはですね、ダニエル・Ｓ・クラカワーさんに書面で、

代理権を依頼した書面での代理の手続を確認できるものということで、それは

ないかということの確認がありまして、法律事務所にも照会して確認したとこ

ろ、特に書面で知事から許可はないということと。あと契約に基づいて、同社

に課された業務の１つが、ＤＣオフィス社の設置であって、ＤＣ法では誰でも

発起人となり、定款を提出することが可能である。シャルマンロジャース法律

事務所は、法人形態に関する議論と決定を経て、それを実施したものであり、

沖縄県のためにこうした議論や決定に関わった人は当然、権限を有していると

いう認識で大きな委託の中の範囲で、こういった手続を行ったというふうな理

 解をしているところです。
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　県としましては、米国において会社を設立する際に弁護士等が発起人として

会社を設立することは、一般的に行われていると承知しておりますけれども、

新たな体制を構築する際には疑念を持たれないように手続の要否を慎重に確認

 して進める必要があると考えております。

 　以上です。

 

○比嘉瑞己委員　統括監、やっぱりアメリカでは、もうそのようにやられてい

て、そこの事務所がそう言って責任持ってそういう回答をしているのであれば、

向こうではよかったんでしょう。だけどやっぱり検証委員会からこういう指摘

を受けている以上ですね。この疑念を持たれないような手続というのを、やっ

ぱりちゃんと確立しないといけないという課題を突きつけられたと思うんです

 よ。そこについては、どのように今後クリアしていくつもりですか。

 

○又吉信基地対策統括監　お答えします。 

　もう今回は設立していますので、生かせるとしたら今後なんですけれども、

新たな体制でやるときも、どんな体制でやるか。例えば今と同じような形の株

式会社の形態になるのか、あるいはいろんな議会等含めての参考人の話があっ

た、どこかに出向とか退職派遣とかそういう形になるのか。そもそももっと前

に遡って、駐在の役割として今基地問題が中心になっているんですけれども―

―例えば、もう少し観光とか、商工の商業関係とか、そういうのもっと取り入

れるべきではないかとか。この機能を含めて、そこはかなりの検討をする必要

 があるのかなと思っております。

　仮にまた同じような形で、そういう株式会社形式のものが必要ということで

あれば、その際には今回の反省を生かしたような形で対応したいというふうに

 考えております。

 

○比嘉瑞己委員　もう最後になりますけれども、やっぱり返す返すですね、や

はり公文書の在り方というところが、結局は原因だったのかなと思います。条

例できましたけれども、その知事三役に関しては対象にならないとかという議

論がありますね。この決裁文書、知事の決裁文書というのは、今後やっぱり対

象にしていくべきではないかなと思うんですけれども、最後にその点だけ聞い

 て終わります。

 

○屋我はづき総務統括監　お答えします。 

　今般のこのワシントンの文書がないという部分につきましては、本来であれ
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ば現行の文書管理規程においても、県の業務というのは全て文書主義で行われ

るというところになっている部分で、こういった形での文書が確認ができない。

作成なのか、あるいは保管の状況なのかというのはありますが、そのことにつ

 いては、やはり適切ではなかったというふうに考えております。

　前回の議会で、公文書管理条例の制定を議会のほうに御承認いただきまして、 

条例の制定後は、職員は経緯も含めた意思決定に至る過程や事務事業の実績を

合理的に後づけ、検証できるよう文書を作成しなければならないということが

 明記されるというところになっております。

　知事の決定に係るようなものについても、職員においてですね、どのような

場面で、どのような内容のものをしっかりと経緯も含めた意思決定の過程の後

付の検証に資する文書として作成していくのかというところを、ガイドライン

でですね、しっかりと整理をして、また職員にも研修を行って、そういった文

書の作成、そして保存がしっかりとできて県民の皆様に説明責任が果たせるよ

うな体制にしていこうというところで、今取り組んでいるところでございます。 

 　以上です。

 

○座波一委員長  ほかに質疑はありませんか。 

 　徳田将仁委員。

 

○徳田将仁委員　先ほどから様々な話を聞いている中で、現地職員の給与を

――すぐに解雇するわけにはいかないということで、まだそれを支払っている

という話もあったんですけれど。予備費のほうから支払っている話を聞いて、

私もびっくりもしているんですけれど、この現地職員はこの退職、今後なされ

ると思うんですよ。その時までの職務内容というのはどういったことをするの

 ですか。現地職員ですよ、現地職員。

 

○玉元宏一朗基地対策課長　今、４月以降のワシントン事務所の基本的な業務

としては、いわゆるＦＡＲＡに基づく活動というのは行わないという大きな方

向性がありますけれども、あと事務所を閉じるための様々な手続なり作業なり

について、ワシントン駐在の今行っている２人だけでは足りない分の作業をお

願いすることになるかと思いますけれども、まず基本的にはそういうことだと

 いうふうに思っております。

 

○徳田将仁委員　現地職員の場合は、今まで通訳だったり――例えば通訳だっ

たりアポ取りだったりとか、そういったことをなされていたと思うんですよね。 
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職務内容自体、だから今回Ｌ１ビザを取るためにも、現地職員の雇用が必要だ

ということで、現地職員も雇用したと思うんですよ。だから今、これを事務所

を今精算していく上で、先ほど課長がおっしゃったように、解散とか精算手続

というのは現地職員がやっていると言っていたんですけれど、この外部の弁護

 士とかにはお願いしないんですか。

 

○玉元宏一朗基地対策課長　法律上の行為を行うためには、やっぱり外部の現

地の弁護士事務所にお願いをする必要がありまして、これについてはこれまで

は、ワシントンコア社にまずは委託をして、そのあと再委託という形でその弁

護士事務所にしていたんですけれども。今回はそこの検証委員会の報告書の指

摘を受けて、そういう方式は採らずに通常のワシントンコア社の委託とは別で、

法律事務所とは契約をして、法律事務所にしてもらう必要がある業務について

はやってもらうことにしています。そのための現地の駐在は何をするかという

と、その法律事務所とのやり取りであるとか、実際それぞれの本人のビザもあ

りますので、そういう手続もあるかと思いますが、そういう意味では法律事務

所とは分けて契約をするということで、対応しようということで考えています。 

 契約をするという意味ですね。

 

○徳田将仁委員　今の答弁でもあったんですけれど、ほかの弁護士事務所との

契約とかの話もまた今出てきた中で、今回予備費から流用して随契だったり、

家賃だったり、現地職員の給与の話も今、いろんな話が出てきた中で、私たち

に、今日この場まで何の説明もやはりなかったので、もう初めて聞いたことで

ありますので、今現在の支出がどんなことに使われて、そしてどれだけ支出し

 ているかというものの資料を求めたいんですけれど、よろしいですか。

 

○座波一委員長　これはワシントン事務所内における、今現在の支出の明細で

すが、可能ですか。可能なようにしてほしい、要求するということでいいです

 か、資料要求。

 

○玉元宏一朗基地対策課長　委員おっしゃるようにですね、予備費から充用さ

せていただいて、契約を取り交わして支出をするわけですから、それに提供で

きる資料を提供したいということで考えているわけですけれども、今現在の状

況は、まだ４月１日から10日ぐらいたっているところで、具体的に何か支出を

しているかどうかは、また確認が必要だと思いますし。契約手続についても、

今進めているところでもありますので、できる範囲の資料を確認して提供でき
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 るようにしたいと思います。

 

○座波一委員長　休憩いたします。 

 

　　　（休憩中に、徳田委員から資料要求の内容について説明があった。） 

 

○座波一委員長　再開いたします。 

 　玉元宏一朗基地対策課長。

 

○玉元宏一朗基地対策課長　失礼しました。 

　委員の意図をちょっと当初、勘違いしておりまして、支払った額についての

請求かと思っていたんですけれども、今のお話ですと、今回執行しようとして

いる額の積算といいますか、内訳ということだと理解しましたので、それでし

 たら少し準備をして早めに提出できると思います。

 

○玉元宏一朗基地対策課長　すみません、提供できるのは間違いないんですが、 

内容について――例えば個人情報ですとか、必要な部分については、少しマス

キングするというようなことも少し内部で整理させていただいて、提供させて

 いただきたいと思います。来週いっぱいぐらいで、よろしいでしょうか。

 

○座波一委員長  休憩いたします。 

 

　　　（休憩中に、資料要求の方法等について委員間で協議を行った後、西銘

　　　　委員から要求のあった資料についても確認を行った。） 

 

○座波一委員長  再開いたします。 

　ただいま確認した、資料の提出を求めることにつきましては、休憩中に御協

議しましたとおり、ワシントン駐在問題について調査を行うため、百条委員会

の調査権に基づき来週中までに提出するように知事に求めたいと思いますが、

 これに御異議ありませんか。

 

　　　（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 

○座波一委員長　御異議なしと認めます。 

 　よって、さよう決定いたしました。
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 　徳田将仁委員。

 

○徳田将仁委員　今回、沖縄県が設置しましたワシントン駐在に関する調査検

証委員会報告書の中で、８ページのＤＣオフィス社設立の意思決定手続に、重

大な瑕疵があることは明らかであるという指摘ですけれど、これはもう本当に

重大であると思っております。その中で、さらに９ページには、意図的に決裁

 手続を取らなかった可能性も否定できないとあります。

 　この当時の経緯というのは、いまだに確認できていないのか答弁ください。

 

○又吉信基地対策統括監　お答えします。 

　まずこの８ページでいいますと、今残っているのは、この中段にあります予

算執行伺、統括監が専決事項としてやった予算執行伺が残っております。ここ

で事務所設置支援は、オフィス社には書いていないと書いてあるんですけれど

も。平成27年のこの執行伺の中の仕様書の中では、事務所設置の支援に関する

ことというのは、仕様書の中で明記しております。それ以外に今、意図的にと

いう部分なんですけれども、これについては、この検証委員会の中では、当時

翁長前知事が訪米したときにたしかマスコミのものに立って、このＤＣオフィ

ス社の設立。それをやっていたと、少なくとも知事は知っていたんじゃないか

 というところで、このような記述になったというふうに考えています。

　ただしそれに関しては、その議事録を含めて何も残っておりませんので、ま

ずその新聞記事と、この百条委員会でもあったと思うんですが、山里参考人が

同じようなことを話したと思いますので、そういうものからこういうふうな結

 論が導き出されるんではないかというふうに考えております。

 

○徳田将仁委員　平安山さんも、黙認決裁。僕たちがつけた、黙認して決裁だ

と思っていたとか。そういうだからいろんな話も僕たちも出てきている中で、

本当に不思議だなと思うんですけれど、これをなかなか皆さんが、私は知りま

せんでしたって言うばかりなので、僕たちも知るすべがないんですよ。そこら

 辺で困るなと思うです。

　この同じく９ページなんですけれど、委託事業についての企画提案書の審査

を行う審査委員会が、現実に開催されたことを直接示す文書も委員会には提出

されていないとあります。その中で、この調査検証委員会に、審査委員会のメ

 モとか議事録の資料は提出しなかったんですか。

 

○大城美千代基地対策課副参事　調査検証委員会から審査委員会の議事録が残
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っていないかということで、提出を求められて確認したところ、平成27年の企

 画提案の議事録は見つからなかったので、提出はできませんでした。

 　以上です。

 

○徳田将仁委員　平成27年以降の28年、29年、30年とか、いろんな運営支援と

 かのメモがあるじゃないですか、議事録も。それは提出なされたんですか。

 

○玉元宏一朗基地対策課長　検証委員会のほうからですね、予算執行に係る資

料を全て提出するようにという指示を受けて、提出しているんですけれども、

量が多かったので今データで提出したらしくてですね。それを今、データの中

に入っているかどうか今確認をしているんですが、少し時間がかかっておりま

 す。

　平成27年度については、今、議事録のことについてピンポイントで副参事か

ら答弁したんですけれども、議事録については、見つからなかったので提出し

ていないのですが、それ以外の記名押印した資料とか関連している資料につい

ては提出をしているという状況です。ちょっと確認できましたら、また御報告

 したいかと思うんですけれど、それでよろしければ……。

 

○徳田将仁委員　平成27年のこの議事録というのは、私たちも多分見ていない

んですよ。平成28年からかな、見ているのが僕たちも。平成27年度は今提出し

た資料の中で、皆さんが押印した資料があるような話があるのですけれど、そ

れあったら、私たちにも見せてほしいなと思うんですけれど、平成27年出てく

るのであればですよ。いつも年度末に、審査委員会をやっているじゃないです

か、３月の本当に末に。４月１日に更新していくという形でやっていると思う

んですけれど。今、資料、平成27年のがあれば、お願いしたいんですけれど、

 どうですか。

 

○大城美千代基地対策課副参事　平成27年の企画提案の点数が書かれている資

料ですね。それについては、提出はできます。ただちょっと情報公開条例で、

点数について一部黒塗りをする必要があったかなと思いますので、それに沿っ

 た形で提出をしたいと思います。

 

○徳田将仁委員　その翌年度からは何々委員、何々委員、何点、何点って全部

 あるんですよ。そういったものではないということですか、じゃ、違うもの。
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○大城美千代基地対策課副参事　同じものです。 

 

○徳田将仁委員　同じものですよね。 

　それは黒塗りされていませんでしたよ、僕たちが平成28年から平成30何年ま

 でも全部もらった資料ですよ。

 

○大城美千代基地対策課副参事　すみません、ちょっと私が確認したときは

１位は点数は出していいと聞いたんですけれども、２位以下は少しその２位以

下の企業に不利な情報になるので、情報公開しないことが多いということでち

ょっと確認したことがあったので、ちょっともう一度確認させていただいて、

 それに沿った形で……。

 

○徳田将仁委員　じゃ、確認して、よろしくお願いします。 

 　次の質問に移ります。

　代理権の問題、先ほどから皆さん話していますけれど、検証委員会のこの報

告書、９ページのＤＣオフィス社設立について、県がコア社に代理権を授与し

ていると考えられない。そして、米国総合法律事務所の弁護士に対する復代理

も成立しない可能性が否定できないなどと書かれています。これは本当に、私

たちがまさしく再三指摘してきた、無権代理によってつくられた会社であり、

そして不当利得返還請求権が発生しているって、もう再三私たちも言ってきた

んですよ。そのとおりの結果がこの指摘事項で上がってきていると思うんです

けれど。それでも今、この本事業を再スタートさせたいって。今、執行部の皆

さんお考えであると思うんですけれど。ならば今後この議会に対して、地方自

治法の第96条第１項第６号に基づく財産出資、財産出資の議案を提出しなけれ

ばならないのかなと思っているんですけれど、そこら辺の見解を伺いたいと思

 います。

 

○又吉信基地対策統括監　お答えします。 

　まず議会の提出なんですけれど、これ今までと同じ答弁になるのですけれど

も、第96条第１項第２号、予算に関するもので、おっしゃるような６号には該

当しないというところは、この総務省の照会を踏まえてそのように判断したと

 ころでございます。

 

○徳田将仁委員　いろいろな形で、今回ワシントン事務所の悪かった面、みそ

ぎを落として、しっかりと再スタートさせたいという気持ち分かりますよ。本
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当に重要な事務所だったら、やりたいんだったら、やればよい。だけどちゃん

とした形でやるのであれば、そういうふうに議会に諮るとか、新しく再スター

トさせたいんだったらですよ、そんな覚悟を持ってやらないと、またこれが違

法ですよ、あれが違法ですよって言われながらやりますよ。さっきからも何か

再スタートさせたいという気持ちが伝わってくるんですけれど。ただ今こうい

うことが違法ですよと言われているものを、１つずつ解決していくことがまず

先なので、だからもうこういう別に議会に求める必要がないとか。そんな答弁

しないで、それも検討する必要はあるんじゃないですかと聞いているんですよ。 

 

○又吉信基地対策統括監　お答えします。 

　すみません、ちょっと詳細は持っていないんですけれど、確か第96条の第１項

で議会の議決事項という形で列挙されております。これについては限定列挙―

―要するにこれに掲げるものをやるんだと。それ以外にもその他の法律で、議

会の議決等が必要なものについてという形になっておりまして、この件につい

ては、第96条のものの第１項に当たるとしたら、もう予算にしか当たらないと

いうところですので、そのような手続はもう過去平成27年のときに取っている

 という理解でございます。

 

○徳田将仁委員　何でもいいですけれど、とにかく隠そうと隠そうとしたりし

ないで、堂々と県民が見て分かるように、そういった形で議会に上げてくれる

 ようにお願いしたいと思います。

　次に移ります。ワシントン事務所は、発起人であるこのダニエルさん。ダニ

エルさんが設立した会社でありますよね。それで設立自体は有効ではあると思

うんですよ。でも、これがそのままダニエルさんの会社であれば、それだと意

味は分かります。でも、沖縄県の財産で所有しているような会社であるとする

ならば、この県の意思決定を欠いた状態。県の意思決定が分からない、そんな

 状態で出資が行われた事実が、今私たちは言っているわけなんですけれど。

そのときにこの出資自体というのが、やっぱり無効なんじゃないかなと思うし、

委託料から捻出された、この1000ドルの支出も違法無効な支出だと思うし、そ

して作成された株券自体も嘘なんじゃないかな。このような結論にしか、なり

 得ないと思うんですけれど、どう思いますか。

 

○玉元宏一朗基地対策課長　お答えいたします。 

　委員がおっしゃられるところは、発起人の方が出資をしたというような位置

づけで指摘なされていると思いますけれども、ここが日本の会社法とアメリカ
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の会社法がちょっと違うというようなことは、我々少し調べて分かってきてお

りまして、少し申し上げますと、日本の会社法だと発起人は設立に際して、最

低１株の株を引受けなければならないという規定がありますので、発起人は少

なくとも１株分の会社を所有するという形になるというふうなことだと思いま

すけれども、米国のほうの発起人は、必ずしもその要件はないということがあ

るというふうなことは調べている中で、確認をしております。だからといって、

今回の手続が全てオーケーかというと、そうではないかもしれないので、そこ

は調べていく必要があるんですけれども、そこについては国内法と別個の法律

 が少し取扱いが違うということを、まずはお答えができたらと思います。

 　以上です。

 

○徳田将仁委員　その確認はどなたに行ったんですか。 

 

○玉元宏一朗基地対策課長　現地の法律事務所に確認をしたことと、関連する

 書籍を確認しながら調べてきたということでございます。

 

○徳田将仁委員　多分、僕たちに提出した現地の方に、女性の弁護士かな。こ

れは違法でありますかという何か、現地の弁護士もこれは違法ではないと言っ

ていますみたいな書類を、僕たちもデータでもらっているんですけれど、その

ことで判断しているのかなという思いがするんですけれど、そこら辺も詳しく

調べていったほうがいいんじゃないかなと思っています。あの内容も、何か少

しやんわりしすぎて、本当にこんなやり取りで正しいと言えるんだろうかと思

うような内容だったので、もっとしっかり調べたほうがいいんじゃないかなと

 思っております。

 　最後になるんですけれど、この株券の話。

　再三、僕たち今まで言ってきた駐在職員にも株券は見たことがない。誰も見

たことがない、ワシントン事務所にもなかった。でも今最近になって株券あり

 ました。これはどこから出てきたんですか。

 

○又吉信基地対策統括監　お答えします。 

　たしか12月ぐらいにあったと思うんですけれども、法律事務所のほうに預け

てあったというところで、この法律事務所のほうから取り寄せて、こちらのほ

 うに原本が来たというところでございます。

 

○徳田将仁委員　法律事務所に原本があって、12月のいつ頃ですか。どなたが
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 聞いたんですか。

 

○又吉信基地対策統括監　12月の半ばに来て、その後12月24日、25日にその財

産登録をしたと。ですから、それまでは法律事務所にあったというところです。 

 

○徳田将仁委員　誰がこの事務所に問い合わせもして、どなたがやって、これ

日にちがこれがあったからということは、財産登録をしたんだよと言いたいん

 ですよね。それを、どの事務所のどこだったのかまで答弁ください。

 

○玉元宏一朗基地対策課長　まず11月27日に、ワシントン駐在のほうからメー

ルで連絡が来たんですけれども、弁護士事務所シャルマンロジャース事務所の

ほうに保管されていたということが分かったということで、連絡が来たという

 ことでございます。

 

○徳田将仁委員　これはどなたが確認を行ったんですか。 

 

○座波一委員長　休憩いたします。 

 

　　　（休憩中に、徳田委員が改めて質問内容の説明を行った。） 

 

○座波一委員長　再開いたします。 

 　玉元宏一朗基地対策課長。

 

○玉元宏一朗基地対策課長　メールのこちらから確認してくださいと言った人

が誰なのかが、今すぐ出てこないんですけれども、この11月27日に先方から来

 たメールを出した人は、ワシントン駐在の副所長と聞いています。

　事実関係のところは、今ちょっと確認したところのことで申し上げますと、

10月の決算委員会のところからだと思いますが、このワシントン事務所の問題

が出てきて、それを踏まえて本庁側からワシントン駐在のほうに株式のことに

ついて、確認を随時していたわけですけれども、そのときに株券があるかとい

うところを、どのタイミングで聞いたかどうかはちょっと今はっきり分からな

いんですけれども。その時点で、アメリカの駐在のほうでは株券があるかない

かというのを探し始めているだろうということで、今確認し、内部ではそうい

うことになっています。そのあと、11月27日に見つかったということが連絡が

来て、そこから先、１か月ほどタイムラグがあるかもしれないんですけれども、
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12月末に株券の財産登録をしたところで、私どもとしては原本を確認しての財

産登録というのは我々の中では、通常考えているものなので、そこで現物の株

券を確認したということを意思表示をしたつもりだったということでございま

す。ですので、その時点で、この議会の中で明確に申し上げていなかったかも

しれませんけれども、私たちとしてはそういう認識だったということでござい

 ます。

 　以上です。

 

○徳田将仁委員　だから株券を確認して、現物を見て、財産登録をしたという

今おっしゃったじゃないですか。だからその現物を見た人は誰ですか。確認し

 たんですよね。だから確認した人は誰なんですか。

 

○又吉信基地対策統括監　お答えします。 

　この件について、今のところは会計課のほうで保管しております。それを会

計課に持っていくについては、まず財産登録という形で管財課のほうに登録し

ましたというのを確認を取って、その後保管については会計課でやるというと

ころ。そこには当然原本がつきます。そこについて私が、直接確認しておりま

 す。

 

○徳田将仁委員　12月20何日かでしたか、20何日かに財産登録したと思うんで

すけれど、その前には確認したということなんですよね。会計課が確認したん

 ですよね。会計課のどなたが確認したんですか。

 

○又吉信基地対策統括監　まずはこのオフィス社のほうから、基地対策課のほ

うに原本を送ってもらって、基地対策課のほうでまず一番最初に受け取ってい

ます。ですので、基地対策課のほうがまず最初に確認しております。その後、

我々としてはまず株式会社に相当する会社、まずその意思決定をするが先だろ

うと。そうではないと、そのあとに続く手続ができないというところで、ちょ

っと議会もありましたので、その議会が終わった後に、そういう手続に入ると。

ですので、順番としては、すみません、基地対策課に原本がいつ届いたかとい

うのを今すぐちょっと答えられないんですけれども、それを持っていながら、

議会が終わった後、株式会社という意思決定を起案文書でもらって、その後に、

この株券原本ありますので、この原本は登録する必要があります。保管は会計

課にする必要がありますという形で、手続を取ったというところでございます。 
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○徳田将仁委員　基地対策課の方々と、会計課の方々というのは、この株券を

皆さん見て、その12月末の時点では、皆さん共有をなされていたということで

 すよね。

 

○又吉信基地対策統括監　恐らく決裁に関わった人たちについては、原本を見

 ているというふうに考えております。

 

○徳田将仁委員　そこで確認したいんですけれど、運天さんとか、今歴代の方

々もそうなんですけれど、株券を見たことがないと皆さんおっしゃっていたん

ですよ。あるの、あるんですかと、私も見てみたいというぐらいの皆さん、今

までね。誰も皆さん、私たちも株券がどこにあるか分からない状態だった。そ

の中で、今回、この株券を今、資料提供してもらって見た中で、山里さんと平

安山さんの２人のサインがあるんですよ。ということは、２人は見ているはず

なんですよ。このサインというのは、本人たちが書いたサインですか。原本、

 皆さん見ていますよね。

 

○玉元宏一朗基地対策課長　原本を見た職員からの言葉ですけれども、直筆の

 サインだというふうに認識をしているということでございました。

 

○徳田将仁委員　平安山さんも、山里さんも２人ともそういった覚えはないと

言っているんですけれど、ただ直筆のサインだったと今あるんですけれど、こ

 れは確認なされたほうがいいんじゃないですか。

 

○玉元宏一朗基地対策課長　委員の御指摘のとおり確認すべきだと思います。 

当時の副所長の職員には、この株券自体は、コピーは見せたそうです。見せた

ようですけれども、改めて原本なりを見せて確認をするなり、会計課に保管さ

れているのを出せるかどうかですね。今会計課に原本保管されていますので、

それを出して見せるかどうかも含めて、ちょっと検討させてもらえたらと思い

 ます。

 

○徳田将仁委員　今回、謝花元副知事ですかね。謝花元副知事が、県庁に原本

ありますよって、私も確認しましたよというところで、原本もここに今あるん

だということで、私たちもびっくりしたんですよ。その中で、これって12月の

時点で、この原本あるとか知っているんだったら、もっと私たちに資料提供で

も、何でこの本当にこのワシントン事務所のことを解決しようとかという誠意
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が全く見受けられない。だから、そういったこの確認、事実確認。本来はこれ

見た時点で、山里さん、平安山さん、あなたたちが直筆サインしたんですかと

か、普通だったらそちらからもうやっているべきなんですよ。そういったこと

もなされていない。だからそういったところに、様々な疑義が生じて今のこの

問題あると思いますので、しっかりその点は確認していただきたいと思います。 

 　以上です。

 

○座波一委員長　ほかに質疑はありませんか。 

　大田守委員。 

 

○大田守委員　よろしくお願いします。 

　もう様々な質問等が出てきているんですけれども、今日は第三者委員会の報

告に関するという形になっておりますので、そこのほうからさせていただきた

いと思っています。その中で、ワシントン事務所に関しては瑕疵があると。こ

の瑕疵を――要は修正する、その時期があったと。2016年と2017年か、その２回

ほどあったということで、書かれているんですけれども。それはなぜそのとき

に、行政のほうとしてできなかったんですか。全くそれを知らなかったという

 ことなんでしょうか。

 

○玉元宏一朗基地対策課長　お答えいたします。 

　委員御指摘のとおりですね、報告書の中で、手続の瑕疵の注意を怠った問題

として、平成27年度まで、ワシントン駐在を所管していた地域安全政策課。そ

してその後所管が移って、基地対策課になったわけですけれども。その中で何

回か治癒する機会があったにもかかわらず、治癒されなかったということが指

 摘されております。

　またあわせて、瑕疵の治癒を困難にするような業務の進め方として、初代の

所長のレポートだとか、担当課を通さずに知事に直接行っていたりとか、とい

うことを担当課が知らないような業務の進め方をしていたというところの御指

摘があったかと思います。そういう、その当時の業務の進め方も１つの要因が

あったと思いますし。そのほか、その後に治癒する機会があったという御指摘

については、本当に真摯に受け止めて、反省をすべきだと思いますけれども、

冒頭のところから質問にもお答えしたところですが、このことについての認識

が駐在もそうですし、我々の本庁側も重く受け止めて認識していなかったとい

 うところが、反省すべき点だったと思います。

 　以上です。
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○大田守委員　その時期だと思うんですけれども、多分県議会のほうでも、こ

れはおかしいのではないかという意見があったというお話も聞いているんです

よ。当時、今もう県議辞められている方なんですけれどね。その方のお話を聞

くと、私もそういった話をした覚えがあると。なぜあのときしなかったんだろ

うなという形があるんですよね。それに関しては、皆さん方のほうで何か、そ

の覚書みたいな、こういったお話がありましたというそういった文書等は、あ

 るんですか、ないんですか。この瑕疵に関して……。

 

○座波一委員長　休憩いたします。 

 

　　　（休憩中に、質問の内容に関して確認があった。） 

 

○座波一委員長　再開いたします。 

 　大城美千代基地対策課副参事。

 

○大城美千代基地対策課副参事　お答えします。 

　今、御質問のありました2015年と2020年の瑕疵を治癒できる機会があるとい

 ったような、当時のメモというのを検証委員会に提出しております。

 

○座波一委員長　休憩いたします。 

 

　　　（休憩中に、大田守委員から資料提出の要求があった。） 

 

○座波一委員長　再開いたします。 

  今大田委員からですね、2015年の瑕疵についての治癒を促すような本庁から

のメール。そしてまた2020年には、駐在から瑕疵の治癒に対する問合せに関す

 るメールを資料として要求いたします。

 　これはいつまでに出せますか。

 

○大城美千代基地対策課副参事　先ほどの資料と一緒に来週いっぱいというこ

 とで……。

 

○座波一委員長　来週に提出をお願いいたします。 

 　大田守委員。
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○大田守委員　よろしくお願いします。 

　それからですね、私がいつも腑に落ちないのが知事の権限で、ワシントン事

務所をつくりました。でも、法人化するのも知事も本来であれば知事の決裁が

ないとできないと思うんですよね。向こうにいらっしゃる職員の方々は、そう

いった決裁権を持っていないはずなんです。でもでき上がってしまったと、こ

れは独断専行だと考えるんですが、沖縄県とすれば、これ米国の弁護士さんが

独断専行でやられたのか。それとも、やはりこの沖縄県とお話ししながらやら

 れたのか、どちらなんでしょうか。

　この件に関しましては、前回、安慶田光男元副知事のほうにも確認したんで

 すが、分からないということだと思うので、記憶にないというか分からないと

いうことだったものでね。でも本来こんな大きなものであれば、私は知事の決

裁を、どこかでオーケーをもらっていると思っておりますが、その点に関して

 はどうでしょうか。

 

○玉元宏一朗基地対策課長　当時の状況でございますけれども、現地の駐在が

ですね、現地で事務所を立ち上げるためのいろんな検討を現地の委託事業者で

あるとか、弁護士事務所と調整をしている中で、法人の設立が必要だと。３種

類ぐらい種類がありますと、そのうち１つを選ぶというようなところの中で、

その前後で本庁に確認を求めようと連絡をしたんだけれども、明確な返事がな

かったので、そのまま進めたというような流れが記録として残っていると思い

ますけれども、そこの中で明確に本庁側にしっかりと意思の確認をすべきであ

 っただろうというふうに思います。

 

○大田守委員　2015年５月でしたか、ウェブ会議をやられております。そのと

きの法人のこれに関しても、ちょっと話が出ていると思うんですよね。その中

 でオーケーを出したという、そういった記録はないんでしょうか。

 

○大城美千代基地対策課副参事　ウェブ会議の中では、株式会社の法人形態に

 ついて、具体的な了承を得たという記録は残っておりません。

 

○大田守委員　では、これ沖縄県民の財産です。1000ドル、12万円でしたか。

これを有価証券としてもつくりあげているんですよね、株式として。この財産

が、職員も分からない、沖縄県の県庁側も本庁のほうも全く分からない。今お

話を聞きましたら、米国のシャルマンロジャースさんでしたか、シャルマンロ
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ジャースさんの弁護士事務所にあったと。私は県民の財産管理として、こんな

感じのやり方で本当に通るんでしょうか。今までこういったやり方あったんで

 しょうか、財産管理として。

 

○玉元宏一朗基地対策課長　私どもが少なくとも把握している範囲の中では、

 このようなことがあったということは聞いてはおりません。

 

○大田守委員　あまりにも今回のこのワシントン問題はですね、前知事の公約

であって、これ前のめりにやってしまって、本来であれば確認すべきところを

確認しなかった。これが全部その結果として、今の結果になっていると思うん

ですよね。私はこの９年間の間に、沖縄県知事は、ほかの都道府県の知事に比

べまして、外交できる知事だと思っております。国がどう思うかは、これは関

係なく思っております。仲井眞知事も、確かワシントン事務所をつくりたいと

いうことをおっしゃっておりました。歴代知事はやっぱりその思いなんですよ

 ね。

　せっかく立ち上げたのに、この９年間きっちりしなかったおかげで、この現

状なんですよね。先ほどからもうこれ見て、今までの答弁も聞いて、参考人の

皆さん方のお話も聞いてですね、責任感がない。責任感がない。もうこれに尽

きると思うんですよね。行政は継続ですよ。今日に至る時点まで責任感がない

ですよね。第三者委員会のこれも出ました。新年度出ました、玉城デニー知事

ももうこれ精算する以外ないというところまで来ました。ただしかし、じゃ、

どう私たちはこの結果を見て、どう責任を取りますかという、その責任の所在

が全く見えてこないんです。この第三者委員会の検証委員会の、これに関しま

して、本当に統括監であれば厳しいかなと思うんですが、本来であればここに

もう知事が出ていらっしゃって、どういった思いで今後されていくのか。この

第三者委員会を、これを基にして、責任の在り方をどのような形で表していく

 のか。

 　その点を最後にお聞きしたいなと思っています。

 

○又吉信基地対策統括監　先ほど少しお答えしましたが、まずはこの検証委員

会の結果、あるいは議会の指摘を踏まえて、本来その時に取るべき正しい手続

は何だったのか。そこを確認して、その当時の担当に、なぜやらなかったのか

というのをヒアリングしながら、その担当なりその責任あるラインの人たちに

対して、その職責で、この人だったら――例えば当初は主事の方が担当してい

ましたので、担当に任せているとこれはちょっとあり得ないと思っていまして、
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そうなるともっと上の人たちがフォローすべきだったのではないかとか、その

ような形で、このやらなかった行為、あるいは間違った行為に対して、一個一

個その人の職責踏まえて確認していった上で、その上で責任というのが出てく

 るだろうというふうに考えております。

　それを総合した形で、最後にやはり知事は統括する責任がありますので、知

事にどのような責任があるかというのを含めて出てくるのかなというふうに考

 えております。

 

○大田守委員　今回、ワシントン事務所に関する検証委員会のこの中でも全て

出ておりますので、私は先ほど今統括監がおっしゃった、当時の関わった職員

全てにお話を聞きながら、でも最終的には、職員ではないんですよ。職員は業

務命令であればやっていきますよ。その時々の本当に決裁権を持っていた方々

が、どこをどう見落としてしまったのか。この責任の在り方はどこまで取るの

か。そこまでやらないと駄目だと思うんですよね。これをお願いして、提言し

 て、終わりたいと思っています。

 　以上です。

 

○座波一委員長  ほかに質疑はありませんか。 

 　宮里洋史委員。

 

○宮里洋史委員　よろしくお願いいたします。 

　まず検証委員会についてお聞きしたいと思いますが、この検証委員会は予算

 大体どれぐらい使われましたか。

 

○米須清剛行政管理課長　予算ですね、検証委員会で報償費、旅費、需用費、

役務費、委託料、調査――これは委員長さんに係るものですが、予算として今

500万円程度予定しておりました。実際、報償費、旅費について、今精算の作

業をしているところで、おおむね500万円程度の支出になるということで取り

 まとめてございます。

 

○宮里洋史委員　それでは検証委員会ではですね、県の追認を有効と判断され

 たのかお聞きしたいと思います。

 

○玉元宏一朗基地対策課長　お答えいたします。 

　検証委員会の報告書の中で、追認のことについて記載をされて、もう御存じ
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のことだと思いますが、端的に申し上げますと、追認の法的効果を論じる意義

は、もはや見いだし難いという厳しい表現で、追認のことについて全て効力を

有するというような表現の仕方ではなく、厳しい指摘がなされているというふ

 うに認識しております。

 

○宮里洋史委員　それでは、これは無効と言っているのか、もしくは時間切れ

と言っているのか、そこら辺の確認もできますか。この報告書ベースだけでは

 なくて、その議論も聞いていると思うんですが、この辺を教えてください。

 

○玉元宏一朗基地対策課長　今の挙げていただいた無効、もしくは時間切れと

いう、２つの言葉のような形で表現されてはいなかったよという議論の中でで

すけれども、どちらかというと無効というと全てこの追認が効力がないという

ことになるかと思いますが、そういう意味ではなくて、ここで書かれていると

おり、さらなる検証が必要だというような意味合いになるかなというふうに思

 っております。

 

○又吉信基地対策統括監　この委員会の議論を踏まえてなんですけれども、設

立当時の文書による意思決定が確認できないという、まず事実がありますと。

法的な手続がなされていないという事実もありますと。こういう事実について

は、追認によってなくなるものではないというふうな形で言っています。そう

いう行政の本来取るべき手続がなかったという形で、県に対して手続をちゃん

とやるべしという形で反省を促すという趣旨というふうに受け取っておりま

 す。

 

○宮里洋史委員　今、統括監の前の課長の答弁だとですね、初めの答弁よりち

ょっと柔らかく聞こえたので、相当厳しい判断されていると思うんですけれど、

ここをやっぱりしっかり確認していきたいのは、県の法解釈が、先の委員から

 も質問されていますけれど、すごい強く問われていることだと思うんですね。

県の調査委員会からの調査報告に対して、県の回答一部ですけれどというのを

僕らも見ましたけれども、この件に関しては追認していますみたいなことを書

いているんだけれども、調査報告書には追認で有効となったとは言い難い。言

えないと言われている。それは優しく言っているだけで、ほぼ無効じゃないで

すか。その解釈に対しては、しっかりとその解釈踏まえて、私達説明していた

だきたいんですよ。どっちとも取れますみたいなことというのは、やはり今後

検証していく上で、調査していく上でですね、道をたがえると思うんです。教
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 えてください。

 

○玉元宏一朗基地対策課長　失礼しました。先ほど少し私は柔らかめの表現を

してしまったと思いますが、調査報告書に書かれているとおりの表現だとは思

います。厳しい御指摘だと思います。先ほど統括監が申し上げたとおり、追認

という行為を行ったことによっての効果としては、県として会社を設立すると

いう意思決定を一応文書で示して、それを設立時点のところに遡って効力を発

揮させたということになるかと思いますけれども。これは少なくとも、私ども

の側から見て日本の側から見て限定的かもしれませんが、効力を発揮している

 かもしれませんけれども。

　これは一方で、アメリカの国内の中で、我々の行為が有効かどうかというの

は分からないというか、そこまで念頭に置いて追認をしてできるかどうかとい

うことは、非常に厳しくもう一度検証する必要があるんだろうというふうに考

 えています。

 　以上です。

 

○宮里洋史委員　この事業、結果を踏まえてですね、県民の皆様に、そもそも

株式会社ということを報告できていなかった時点で、不信を招いたことをお詫

 びしますと、ずっと執行部は答弁されていますけれども。

 　もう一つですね。県民に損害を与えたという意識はありますか。

 

○又吉信基地対策統括監　お答えします。 

　ワシントン駐在については、これまでの様々な活動を通して、国防権限法に

一部意見が出されるとか、いろんな効果というのか、実績はあると思っており

ますので、特に県民に対して被害を与えたというところに認識はございません。 

 

○宮里洋史委員　違法に設立された会社に、大浜一郎委員からの質疑でもあり

ましたけれども、公金が違法に支出された場合に、これは行政の業務を逸脱し

たことになります。それはすなわち違法というよりも、それ自体が損害だと思

 うんです。その意識はあるのかと聞いているんです。

 

○又吉信基地対策統括監　すみません、まだこの報告書もそうなんですけれど、

我々としては違法という認識はございません。ただ疑念を持たれているという

認識でございますので、そういうのが判断すべきところに出てきた、その後に

 そういう対処について考えていきたいというふうに考えております。
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○宮里洋史委員　統括監、今の答弁はすごい、すごい訂正していただきたいん

ですけれども、違法と思っていないと。今この検証委員会の報告が出ても違法

と思っていないと。では、執行部はなぜ再議に付さずに、そして今解散すると

 いう方向で歩いているんですか。違法でなければですよ。

 

○又吉信基地対策統括監　お答えします。 

　この報告書でも書いてあるとおり、まずワシントン駐在に関する業務におけ

る適法性についてさらなる調査を要するところではあるが、現段階の調査にお

いてもＤＣオフィス社の設立に重大な瑕疵があることは明らかであって、その

瑕疵が連鎖する形でその後の運営も含めて違法となる可能性は否定できない。

当委員会としては、米国ワシントンＤＣにおける政治的活動の要否を判断する

ものではないが、仮にそれが必要であるとするのであれば、なおさら今一度原

点に戻って、日本法及び米国法との整合性も含めて、その方法について十分な

検討を行うべきである。弁護士資格を有する任期付職員の採用も含めて、改め

て体制を構築してその方法を慎重に検討する必要があるという、ここを踏まえ

 てですね、まず閉鎖するという判断を行いました。

　それと加えて再議に付した場合にですね、再議に付した場合は、修正議決さ

れたものが先に採決が取られて、そこで否決された場合には、原案の採決へ行

って、原案が否決された場合には、暫定予算という可能性がありました。その

暫定予算に行くに当たって、県民あるいは県経済にかなり大きな影響を与える

という、この２つの判断の下に再議に付さなかったというところでございます。 

 

○宮里洋史委員　やはり今日、質疑が始まって、我々会派と公明党も含めて、

やはり少し疑念があったんですね、やはりあれだけのことがあって検証委員会

のことがあって、やはりしっかり受け止めて、大切なもの守るべきものは守っ

て、高い透明性とおっしゃっていたにもかかわらず、いまだに違法性はなかっ

た、違法性と断定されていないからという、その対応が私たちはすごい気にな

っているんですよね。追認でオーケーって、県は判断しているんだけれども検

証委員会では、相当厳しい指摘を受けたと。ビザもオーケーって、一般質問と

か様々な予算特別委員会で、ビザオーケーって答弁ありましたけれども、あれ

はメールでのやり取りであくまで一般論ではないかなと思うんですよね。要す

るに地方自治体がアメリカに子会社をつくっていいかどうかも検証されていな

い中で、別の例えを出して本国からアメリカに来て本国から給料をもらうこと

は違法性ないですよというようなメールの確認の仕方もできるわけですよ。だ
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から、それ自体が今のワシントンＤＣオフィス社に対して、法的に違法性はな

いって――要は、言っている弁護士の見解とはちょっと遠いと思うんですよ。

だから、このような不誠実だと思われるような対応をしている。今の県は、大

丈夫なのかなって、やっぱり思うわけですよ。違法性はなかったって、先ほど

 統括監がおっしゃっていましたけれど、本当にそう思っているんですか。

 

○又吉信基地対策統括監　違法性がなかったと、違法性としてまだ断定されて

いないというところでございます。それとビザの件については、ＤＣの法律の

さらにはその移民に詳しい弁護士のほうと相談しながら、駐在というのはこう

いう職務をやりますよ、あるいはこういう目的で駐在として異動して行きます

よとかですね、そういう書類を示しながら、じゃ、どういうビザ適当ですか、

あるいは手続どうすればいいですかというふうに確認しながら、やって来たも

 のですから、ビザについては特に問題はないというふうに考えております。

 

○宮里洋史委員　やはり検証委員会の検証と少し差を、今の答弁でやっぱり感

 じてしまいますし、不誠実だなと思ってしまいます。

　この問題に対して、去年の10月から出てきている問題で、もう半年近くたち

ます。根本的に、県はこの検証を自分たちでいつ終わらす気概があるのかなと

いうのを聞きたいんですよ。外部に全て委ねて、弁護士に聞いた弁護士に聞い

た。今もう自分たちで閉鎖するという決断を考えていますというのであれば、

しっかり一つ一つの問題をつまびらかに出すべきだと思うんですよ。その当時

の資料があった、なかったではなくて、今現状がこういうことがあるから、こ

ういった問題があるから、逆にそれを県が主導的に積極的に解決すべきだと思

 うんですよ。その点はいかがなんですか。

 

○又吉信基地対策統括監　お答えします。 

　先ほども少しお話しましたけれども、まずはこの指摘されていること一個一

個ですね、本来どういう対応をすべきだったのかというところを確認しながら

当時の担当に確認していく。それからその責任を含めて、明らかにしていくの

 が先だろうというふうに考えております。

 

○宮里洋史委員　そこなんですよ。指摘されたことではなくて、自分たちが今

会社を設立して駐在規程もあって、地方公務員法、地方自治法、議会の議決、

アメリカの法律、自分たちで調べて、ある程度ロードマップをつくったりはで

 きないんですか。
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○座波一委員長　休憩いたします。 

 

　　　（休憩中に、又吉統括監から質疑内容について確認があった。） 

 

○座波一委員長  再開いたします。 

 　又吉信基地対策統括監。

 

○又吉信基地対策統括監　お答えします。 

　まずは閉鎖に向けての手続が今ワシントン駐在のほうで、現地のほうでどの

ような手続なり時間なりがかかるのか、経費がかかるのかというのを含めて今、

駐在のほうでやっております。この先ほどお話したような形で、これまだ中で

オーソライズしたわけではないんですけれども、やはり時系列に沿って、まず

選定委員会の話から来ていますので、平成27年の26年度の前からですね、少し

やっていって――例えば選定委員会の議事録がなかったねとかですね。そのと

きに本来誰が作成すべきだったの、その担当はなぜ作成しなかったのとかです

ね、一つ一つ確認していくという作業の中、やっていくのかなというふうに考

 えております。

 

○宮里洋史委員　ずっと指摘されていることが、検証委員会で指摘されたわけ

ですよね。本日我々が言った、住民訴訟を食らうかもしれない。そして兼業規

定も本当に合法か分からない。そういったところは、本当は内部でこういうこ

とが事実が発覚したわけだから、一個一個自分たちで検証して、逆にこのこと

に対してこう対処しますと法律をしっかり運用する行政マンだからこそ、今こ

そしっかり自分たちでやるべきではないのかなと思うんですけれど、そこら辺

 はいかがでしょう。

 

○又吉信基地対策統括監　先ほどから言ったように職員のヒアリング含めて、

自分たちでやるというふうに考えております。それと兼業許可の話があったん

ですけれども、この件については総務省のほうにずっと皆さんに御懸念を与え

ているような形で、二重の身分が持てるのか、しかも時間も区切らずにですね、

というものがあったと思います。これについて総務省のほうに確認を取りまし

 た。総務省の確認を少し読み上げたいと思います。

　営利企業への従事等が許可制とされているのは、職務遂行上、能率の低下を

 来すおそれがないこと。まずこれが１つ目です。



- 66 -
R07.04.11-11 

ワシントン駐在問題調査特別委員会記録

　２つ目が、当該営利企業と職員が属する地方公共団体との間に相反する利害

関係が生じるおそれがなく、かつ、その他職務の公正を妨げるおそれがないこ

 と。

　３つ目に、職員及び職務の品位を損ねるおそれがないことの３点を確認する

ために、この許可制とされているというふうにしております。営利企業の役員

を兼ねる場合も、この３点を満たす必要があると。総務省としては、個別の事

案について判断する立場にはありませんと。許可制にしている趣旨、先ほど言

った３点に該当しないかどうかを踏まえて、各任命権者において適切に判断さ

れるべきというところで、先ほどあったんですけれど、令和６年度、７年度に

分けて２回ですね、営利企業等従事許可ということを、我々公室の立場から総

務部のほうに出して、総務部の知事のほうとして許可してもらったというふう

 に認識しております。

 

○宮里洋史委員　それでは、僕らも追認のときに兼業許可を見ました。７時間

以上は、ＤＣオフィス社に勤めていますというのを見ました。それで、沖縄県

からその人に報酬を払うわけですよね。要するに、ＤＣオフィス社に７時間以

上勤めていますという兼業許可を見た中で、沖縄県からその職員に給与を払う

 ことは問題ないということですよね。

 

○又吉信基地対策統括監　給料払うことも問題ないし、ほぼ１年中というとあ

れなんですけれども、ほぼ重なった時間で両方の身分を持っていると。一部、

ＤＣオフィス社の役員会とか、株主総会とかその場合だけは、除いた形でそれ

以外は、もう両方の身分を持っていますよというのが確認できたというところ

 でございます。

 

○宮里洋史委員　すみません、ごめんなさい。 

 　改めて、さっきの三要件をもう一度聞けますか。

 

○又吉信基地対策統括監　まず１点目が、職務遂行上、能率の低下を来すおそ

 れがないこと。これが１点目です。

　２点目が、当該営利企業と職員が属する地方公共――これ県ですね、当該企

業と県との間に相反する利害関係を生じるおそれがなく、かつ、その他職務の

 構成を妨げるおそれがないこと。これが２つ目です。

　３つ目が、職員及び職務の品位を損ねるおそれがないこと。この３つの確認

 が必要だというところでございます。
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○宮里洋史委員　この３つについて聞きたいんですけれども、ワシントンＤＣ

オフィス社で勤めるときに、１、２、３の部分でどのようにこれに抵触しない

 かというのを説明お願いします。

 

○又吉信基地対策統括監　基本的にやることというか、目的が同じだと思いま

すので、県の職員として働いているイコールＤＣオフィス社の業務としてもや

っているという、同じ方向を向いてると考えておりますので、この３つに当た

 らないというふうに考えております。

　まず職務遂行上、能率の低下を来すおそれがない。これ駐在としてやること

と、ＤＣオフィス社としてやることが一緒ですので、職務上の能率の低下を来

すおそれがないというところでございます。当該営利企業と県の間に相反する

利害関係がないというところで、そこについても目指す方向は一緒ですね。利

害関係はなくて、かつ、職務の公正を妨げるおそれがないと。これも同じ方向

 を向いていますので、その職務の公正を妨げるおそれはないと。

　それと３つ目が、職位及び職務の品位を損ねるおそれがないということ。こ

れも同じ方向を向いて、同じような業務をやっていますので、そういうものも

 当たらないというふうな形で考えて申請したものでございます。

 

○宮里洋史委員　私たちはですね、やっぱり所属が変わって、ビザも取られて

いるわけなので、そこは株式会社だったわけです。インクだったわけです、法

人だったわけです。法人で７時間勤めているから、二重の身分を持っていると

いうけれども、本来その給与はこの法人が払うべきお金であって、検証委員会

でも、ほかの答弁でも言われていたように――例えば１度退職して出向という

形もあるわけじゃないですか。そこの指摘もされているわけですよね。ただい

まずっと統括監は、二重の身分が持てるという話なんですけど、二重の身分が

持てるということと、２つの場所で働いているというよりも１つの場所で働い

ていて、もう１個のほうから給料をもらうということは公務員はできるのかな

 という質問です。

 

○仲村卓之人事課長　先ほど統括監から説明のあったとおりなんですけれど

も、知事公室のほうから総務部のほうに営利企業への従事等許可申請というも

のが出てきております。それを総務部のほうで審査した結果、承認をしたわけ

ですけれども、その時に就こうとする業務と、あと職務内容と責任というのを

審査しました。職務内容と責任のほうをちょっと読み上げてみたいと思います。 
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　在沖米軍基地と地域社会との関係や沖縄と米国の経済、文化関係を含む地域

課題について、沖縄県と米国の利害関係者の意思疎通を促進し、より深い理解

と協力の実現を図るとともに、沖縄と米国の事業機会及び国際貿易を促進する。 

なお、株主総会、取締役会、その他の会社固有の業務については、職務専念義

務の免除の対象とするということにしていまして、その会社固有の業務のほう

は職専免を出しています。この就こうとする業務の勤務時間が１日７時間45分

 ということで承認をしたところでございます。

 　以上でございます。

 

○宮里洋史委員　確かにそれは確認したんですけれども、私が聞いているのは

それは駐在員であれば問題ないと思う。県の機関であれば、今回はＤＣオフィ

ス社は県の機関ではないわけですよね。子会社と言っていますけれども、だか

らそこで７時間45分勤めていて、沖縄県庁から公務員として給料払うことがで

 きるのかという質問です。

 

○仲村卓之人事課長　給与支給することは、問題ないと考えております。 

 

○宮里洋史委員　その問題ない理由を教えてください。 

 

○仲村卓之人事課長　先ほどから再三説明していると思いますけれども、沖縄

県職員の身分を持ったまま、アメリカで駐在をして働いておりますので、県職

 員の給与を支給することは問題がないかというように思っております。

 

○宮里洋史委員　すみません、営利事業従事許可の３つの内容は理解しました。 

　でもそれというのは、兼業許可。いわゆる所属が変わったときに何時間勤め

ていますよという、兼業許可って通常、私たちが調べた範囲だと営利企業には

この時間働いています。公務員としてこの時間働いています。だから、企業で

働いている株主総会１日だけ除いているわけですよね。私が聞いているのは、

二重の部分を持つのはいいです。兼業許可出せます。でも、二重の時間を兼ね

 ることはできるのかという質問なんです。

 

○仲村卓之人事課長　地方公務員法第35条におきましては、職員は法律、また

は条例に特別の定めがある場合を除くほか、その勤務時間及び職務上の注意力

の全てをその職務遂行のために用い、当該地方公共団体がなすべき責を有する

職務にのみ従事しなければならないとありまして、先ほど私が読み上げたワシ
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ントン駐在の業務内容につきましては、こちらに規定する県がなすべき責を有

する業務を有する職務であると考えていますので、それに準じることは県職員

 として業務に従事しているものと考えております。

 

○宮里洋史委員　それであれば、ほかのところに――例えば公社とか行く職員

が退職して行っている理由が分からないわけですよ。何で県の機関ではなくて、

株式会社であるわけじゃないですか。なので、そこは明確に答弁ください。同

じ職務をしているからではなくて、組織が違うわけです。それでも大丈夫とい

 う根拠を教えてほしいんです。

 

○座波一委員長  休憩いたします。 

 

 　　　午後５時12分休憩

 　　　午後５時30分再開

 

○座波一委員長  再開いたします。 

 　仲村卓之人事課長。

 

○仲村卓之人事課長  先ほどの説明を少し整理しましたので、改めてお答えい

 たします。

　まず海外に駐在する職員の人事異動発令の根拠についてなんですけれども、

職員を海外に勤務させるに当たっては、海外の駐在を所管する所属課への異動

 と併せて、駐在を命ずる人事発令を行っております。

　今回であれば、所長は秘書課付で駐在場所は、アメリカ。それから副所長は、

基地対策課主幹に発令した後に、駐在を命じております。これは地方公務員法

 第15条の２第１項第４号に基づく転任に該当するものとなります。

　同じように商工労働部にも、アジアの駐在員が複数人おりますが、同じよう

 に所管課に人事を発令して駐在を命じております。

　これらのいずれにつきましても、沖縄県の給与に関する条例に基づいて県の

 ほうから給与を支給しているところでございます。

 　以上です。

 

○宮里洋史委員  駐在員であれば、そうだと思うんですけれども、今回は株式

 会社なので、そこの部分はどうなりますか。
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○仲村卓之人事課長  繰り返しになりますけれども、駐在の身分のままで向こ

うで勤務をしておりますので、県のほうから給与を支給しているということで

 ございます。

 

○宮里洋史委員  ということは、勤務先が株式会社でそこの従事しているとい

う兼業許可も出して、そこでビザも取って――要するにそれで駐在に行って、

 県庁から給料を払うことは何ら問題ないという……。

 

○仲村卓之人事課長  私が説明したのは、給与を払う根拠について給与条例に

基づいて、県の人事の発令。それから駐在を命じていることに対して、給与を

支給しているということの御説明をしました。その勤務先が、今回株式会社に

なっていたりとか、そういったことについて私がお答えしたのではなくてです

ね、職員の給与はあくまでも給与条例に基づいて県から支給していますよとい

 うところでございます。

 

○宮里洋史委員  ありがとうございます。 

　それでしたら、株式会社に勤めている方の部分の説明をお願いします。ほか

 の方でも……。

 

○屋我はづき総務統括監  お答えします。 

  株式会社に勤める場合というところでは、こちらは公益的法人等への一般職

員の地方公務員の派遣等に関する法律というものがございまして、これに基づ

きまして、第10条のほうになりますが、特定法人という条例で特定法人という

のを指定することになり制定することになりますが、当該地方公共団体が出資

している株式会社のうち、その業務の全部、または一部が地域の振興、住民の

生活の向上、その他公益の増進に寄与するとともに当該地方公共団体の事務、

または事業と密接な関連を有する者であり、かつ当該地方公共団体がその施策

の推進を図るために、引き続き支援を人的援助を行うことが必要であるものと

して、条例で定めるもの。特定法人に対しては、その取決めに定められた内容

に従って職員を退職させて、派遣することができるという。その退職に関しま

しては、その任期が終了した後は、県の職員に採用する、復帰することとして、

 退職させるという手続になると。

　ただその給与の支給というところに当たっては、県から給与を支給すること

 はないというふうな整理になっております。
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○宮里洋史委員　統括監、すみません、我々もこの問題を解決したくて、調査

 として百条委員会を開いておりますので、対立案件ではないと思っています。

　なので、このお話を聞くとですね、やっぱ人事上はですね、駐在発令をして、

この人は駐在でこの職務だからってことで、給料払うことできますという答弁

 がありました。

　ただ、この人がどこにいるかというのは派遣のお話を今されました。ワシン

 トンＤＣオフィス社は、この条例に制定されてますか。

　　 

○屋我はづき総務統括監　お答えします。 

　この条例というのは沖縄県公益的法人等への職員の派遣に関する条例という

のを沖縄県のほうでは、定めておりまして、その中ではまた規則のほうでです

ね、派遣先というのは規定はされておりますが、今般のこのワシントン株式会

社については、この条例に基づく規則のほうでの規定はないと思います。　 

 

○宮里洋史委員　それプラスですね、やはりその派遣の特殊法人に、規則にあ

る特殊法人に行く場合は、退職して行かれる、でも帰ってくることもできると

いうところなんですけど、それの場合、今回の行っている職員に関しては退職

 されてないということですよね。

　 

○屋我はづき総務統括監　今回の職員につきましては、先ほど人事課長からも

御説明しておりますが、派遣法に基づく派遣ではなくてですね、県の職員とし

て、駐在という形での異動になっておりますので、県の職員としての業務をや

 っているということで整理しているところです。

 

○宮里洋史委員　改めて聞きます。 

　ただ、法人に行くときには、派遣法の県の条例を活用しないといけないって

答弁だったと思うんですね。てことは今回のＤＣオフィス社に行っている駐在

職員は、駐在発令に対しても、この派遣に対しても該当していないということ

でよろしいですか。　 

 

○仲村卓之人事課長　お答えいたします。 

 　今年の１月にですね。総務省のほうに照会をした内容がございます。

　県職員の身分とワシントンＤＣオフィス社の役員の地位を併せ持つ職員に給

 与を支給することができるかという問合せをしました。

 　１月29日に回答頂いております。
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　地方公務員である職員が、地公法第38条の許可、先ほどの営利企業の許可で

すけれども、営利企業の役職員となった場合であっても、当該職員に対し、条

例に基づいて給与を支給することは、できるとの回答を頂いているところでご

 ざいます。

　 

○宮里洋史委員　しかしですね、それは駐在所のある場合っていう答弁だった

と思います。行く先が株式会社だった場合は、さっきの派遣の話になりますの

で、派遣の場合は、退職されて行かないといけないっていうことだったので、

やはり、駐在の場合だったら払えますけど、行き先が株式会社で登録されるわ

 けですから、それはやはりできないですよねって質問です。

　これは本当に事実として聞いてます。だから答弁が食い違ってるんで、そこ

 は、そうであれば、そうなのですかという確認をしているだけです我々は。

　 

○仲村卓之人事課長　沖縄県職員の駐在等に関する規程というものがございま

して、その中で、所属機関、駐在場所、担当区域、担当事務というのが定めら

 れております。

　今回のワシントンに関しましては、知事公室、それから基地対策課のほうで、

駐在場所がワシントン、担当区域がアメリカ合衆国。担当事務が沖縄の基地問

題に関連する情報収集、情報発信等に関することとなっておりまして、特に、

株式会社に属し、駐在派遣してるとか、そういった立てつけになってなくてで

 すね。

　駐在はあくまでもワシントンで駐在業務をするという規定がなされておりま

す。　 

 

○宮里洋史委員　委員長すみません。答弁が行ったり来たりしていると思いま

 す。ちょっと委員長整理をお願います。

 

○座波一委員長　これさ。駐在所がないっていうこと前提なのに駐在してるっ

て話なっているわけよ。これ全くこれ答弁全然かみ合ってないっていうか、駐

 在所がないところに駐在してるって話なんだよ。

 

○玉元宏一朗基地対策課長　委員の御質問にダイレクトに答える内容ではない

かもしれないんですけれども、アジアの事務所の事例について少し補足して御

説明したいと思うんですが、今、人事課長が申し上げたのは、県の職員の立場

から見たとき、人事課の立場から見たときには駐在っていうのは、同じ意味合
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 いで見ているんだってことなんですね。

　行った先の取扱いのところでアジアの事務所とやっぱり違う、少し違いがあ

るっていうことはありまして、アジアの事務所はまずはあの、そちらに産業振

 興公社の事務所というものがあります。

　そこに、県職員の駐在を行かせて、そこでですね、沖縄県と産業振興公社が

 その事務所を共同で運営するっていう協定書を結んでるんですね。

　そういうしっかり協定を結ぶっていう形を取って、その中で費用については

県から、駐在に払うとか、所長っていう職名は県職員の職員駐在が持つとか、

そういうことが決められているんですけれども、それに基づいて運用してるっ

てことになるんですが、これは報告書の中にもそういう趣旨で含まれてるかと

思いますが、今回のワシントン駐在の事務所については、そういう協定書なり

っていう取決めがなされていないっていう指摘がありますので、これについて

は、まさに今この場でも総務部とも我々、この場でも議論になるような状況に

なっておりますので、本年度、様々な検証をする中でですね、そのこともしっ

かりと細かくですね、連携をして、検証させていただけたらというふうに思っ

 ております。

　 

○宮里洋史委員　改めて確認いたします。 

 　人事課の言ってることは重々理解しております。

　香港駐在のことも分かっておりますけれども、法人に勤める場合は、条例に

載せた法人にしか行けないっていうのは事実なんですよね。　 

 

○屋我はづき総務統括監　お答えします。 

　先ほどの宮里委員からの御指摘のように、これは先ほど申し上げている公益

的法人等への一般職員の地方公務員の派遣等に関する法律に基づいて、条例に

 定めているものについて派遣することができると。

　産業振興公社の話がちょっと出ましたが、この産業振興公社ということにな

ると、これはまたこの派遣法に基づく条文がちょっと違いまして、２条になる

んですが、そちらのほうで、その業務の全部または一部が当該地方公共団体の

事務または事業と密接な関連を有するもので、かつ、地方公共団体がその施策

の推進を図るために、人的支援を行うことが必要であるものとして条例で定め

るものとの間で、取決めに基づいて、その条例に定めるところにより、派遣す

ることができるという形になっています。ちょっと公的な位置づけの一般社団

法人とか一般財団法人とかですね、産業振興公社もそうですけれども、そうい

 ったところも条例に基づいて、派遣をすると。
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　その場合は、また、県からの給与、その業務の内容が非常に密接で、ほぼほ

ぼその公的な業務に当たるという場合は、県から給料を支払うことができると。

　もう一つこの株式会社という位置づけになってきますと、これはまた、この

派遣法の10条、先ほども申し上げましたが、10条に基づいて、こちらも条例に

定めるところに派遣をしますが、株式会社ということですので、一定その公的

な役割を持ってるような株式会社の派遣ということにはなると思うんですが、

 給与については、県から支給はしないということの制度となっております。

　 

○宮里洋史委員　最後に聞きます。 

　それは、今のＤＣオフィス社は、それに対しては合致してないということで

すよね。　 

 

○屋我はづき総務統括監　現在この沖縄県公益的法人等への職員の派遣等に関

 する条例には、ワシントン株式会社は位置づけられていないと。

　 

○宮里洋史委員　検証委員会で様々指摘をされて、法解釈の話から今日質問さ

せていただいてます。なので、今ここまで、人事部と、この統括監とお話する

中でここまで来るのに30分ぐらいかかってしまったのは僕の質問が悪いからか

もしれませんけれども……。それで、この質問を僕はしたら、初めて分かると

思うんですね、初めてこの答えまでたどり着けると思うんですけども、やはり

 そういったところが、不信感を招く部分だと思うんですよね。

　そこら辺を改善していただかないと、これからいろんな質問しても、隠して

 るんじゃないかな、隠蔽じゃないかなと思ってしまうんですよ。

　だからそこら辺をちょっと改善していただきたいんですが、いかがでしょう

 か。

　 

○屋我はづき総務統括監　お答えします。 

　今回こういったワシントンの調査検証委員会からの御指摘も受けて、大変執

行部としても重く受け止めているところでありますので、今後あるべき姿とい

う形で、御提言もいただいておりますので、そこら辺しっかり検証しながら、

新しい体制については、どのような形で透明性を確保しながら、また、説明責

任を果たせるような形でですね、構築していけるかというところを、知事公室

のほうとも調整していきたいというふうに考えます。　 

 

○宮里洋史委員　地方公務員法32条の職務命令について規定があると思いま
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す。法令、条例、規則及び規程、かつ、上司の職務上の命令に従わなければな

 らない、とあります。

　私たちが、私も含めて、ずっと質問してるのは、職務命令で皆さんやってる

わけですよ、皆さん。で、違法行為を命じる命令は、ハラスメントになる判例

 も出ております。

　ですから、やはり法の取扱いとか、職員の身分とかを、ずっとずっと確認し

ているわけですよ。過去そうであったから、もう過去は変えられないので、や

はり今いる人たちを守る形でですね、法律にのっとってやるのが行政じゃない

 ですか。

　だから今、僕がすごいずっと気になっているのは、32条の、かつ上司の職務

 上の命令により過ぎてるんじゃないかなと思うんです。

　この32条は、法令、条例、規則及び規程で１回切られてるんです。まずそこ

が一番大事。その上で、上司の職務命令に従わなければならないというのは公

 務員法第32条じゃないですか。

　皆さんは上司の命令だから僕はハラスメントじゃないかってこの委員会でも

 質問したことあります。

 　そこら辺に対しては皆さんどのようにお考えなんですか。

　 

○仲村卓之人事課長　お答えいたします。 

　地方公務員法では第30条に服務の根本基準というのが定められてまして、全

て職員は全体の奉仕者として公益の利益のために勤務し、かつ、職務の遂行に

当たっては全力を挙げてこれに専念しなければならないと、これ根本基準とさ

 れているんですけれども。

　この地方公務員法逐条解説によりますと、この服務の根本基準のうち、先ほ

どから度々出てきています、職務専念義務、それと、上司の職務上の命令に従

 う義務とが、最も基本的な義務であるとされております。

　ですので、私たちはこの２つの義務を忠実に守って、法令を順守しながら、

こういった根本基準を守りながら、職務に専念すべきというふうに考えており

 ます。

　 

○宮里洋史委員　皆さんがそうではなくて、そういうことと分かっても、皆さ

んにこのような答弁させてるって思ってしまうので、質問させていただきまし

 た。

　やはりしっかり認めるものは認めて前に進まないといけないと思いますの

 で、引き続きよろしくお願いいたします。
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　質問に行きます。 

　検証委員会の５ページなんですけれども、初代所長は、県を代理する形で委

託先のコア社を介することなく、再委託先の米国総合法律事務所との間で直接

 委任契約書を締結した。

　初代所長に対する委任契約締結についての代理権授与を示す文書は当委員会

に提出されていないとあるが、この契約は、権限なく結ばれたものであって、

不成立で無効ではありませんか。　 

 

○玉元宏一朗基地対策課長　申し訳ございません。 

　御指摘の意図はすごく十分理解しているんですけれども、今、検証委員会か

らこういう指摘もあり、我々これからしっかり検証していこうという立場にい

るわけですが、今この時点でですね、これが無効か有効かっていうのをなかな

 か断定的に言うのが難しいということでございます。

 　申し訳ございません。

　 

○宮里洋史委員　本庁側の決裁を経ずにワシントン駐在が権限なく、締結した

 契約や支出は他にもあったのかどうかも確認したいです。

　 

○又吉信基地対策統括監　すみません。全てかどうかあれなんですけれども、

 支出はおそらくないと思ってます。

　もう一つ今、契約の話なんですけども、２代目の所長が同じような形で移民

法の専門の弁護士との間で同じような形の、この協定を結んだのがもう一つ事

 例としてございます。

　 

○宮里洋史委員　検証委員会報告書14ページ。 

　県、ＤＣオフィス社及びコア社は別法人であり、契約関係がない中での役務

提供は贈与と考えられる可能性があり、税務対応が必要となる可能性が否定で

 きないとされています。

　これは過去ＤＣオフィス社が行ってきた税務申告そのものが粉飾、脱税の疑

いが生じたということであり、米国の税務当局に対して告発されかねない、と

思うんですね。これに対しての責任は誰が持つのかという質問でございます。

　 

○玉元宏一朗基地対策課長　まず、委員からの御質問の責任を誰が持つのかっ

ていう部分につきましては、今すぐにですね、確定的なお答えができないとい

うところ、申し訳ないんですが、そういうことになるんですけれども、ここで
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指摘されている贈与とかの部分についてですね、私どもとしては、何て言うん

でしょうか。贈与とかその後に出てきている。アームズレングス原則、独立企

 業間取引などの指摘についてですね。

 　我々としても、検証をこれからしていく必要あるんですが……。

　いわゆる贈与とか、移転価格に関することだと思うんですけれども、それに

 ついて税法上の問題点という意味だと思うんですけれども。

　私どもとしてはですね。まずは、今回のワシントンＤＣオフィス社について

は、いわゆる営利企業の形態を取っておりますけれども、実際には物を仕入れ

て、物を売って売上げて利益を上げてっていう活動をしておりませんので、い

わゆる、営利企業同士の国際間のこの税率の違いを利用して、取引、この子会

社間との価格を操作することによって、税負担を回避するなり低減するってい

う、ことは我々としては行う理由がまずないっていうことがあるかと思います。

同じように贈与についてもですね、例えば当事者の一方が自己の財産を無償で

相手方に与えることっていうことだと思いますけども、県とワシントンＤＣオ

フィス社、ワシントンコア社の間でそういう行為はなされていないっていうふ

 うな認識ではございます。

　ただ指摘ございますので、改めてですね、この認識でいいのかも含めてです

 ね、しっかり検証はする必要があるかと思います。

　 

○宮里洋史委員　申告においてですね、他の法人に家賃を肩代わりしてもらっ

て、ずっと間借りしているっていう構図になっていると思うんですが、コア社

に。その場合は、その金銭の授受がなかったとしても、申告書上は、その分の

 家賃分は雑収入として上げないといけないんですね。

 　そこら辺はいかがですか、その質問です。

　 

○玉元宏一朗基地対策課長　企業会計の中でどういうふうな会計の仕分けの仕

方をするかというような観点だと思いますけれども、委員、その分野すごくお

詳しいってこともお聞きしてますので、それでの指摘だと思いますが、私ども

ですね、正直なところ、その分野にすごく明るい職員がそろっているわけでは

なくてですね、そういうこともあって委託相手先に会計事務所にも再委託とい

う形で処理をしてもらって、それでもって正確性を担保しているつもりで、こ

れまで、事務をやって来たものですから、これにつきましてもですね、我々な

りに、大丈夫なんじゃないかっていう見解がないわけじゃないんですが、改め

て４月、検証委員会の報告書は出てきたところですので、改めて検証させてい

 ただきたいと思います。



- 78 -
R07.04.11-11 

ワシントン駐在問題調査特別委員会記録

　 

○宮里洋史委員　毎年ＤＣオフィス社に入金している、送金されている追加払

込み資本の取扱いなんですけども、やはりいろんな質問でも、答えはまだえら

 れておりませんけど、これは出資ですか、寄付ですか、貸付けですか。

　 

○又吉信基地対策統括監　追加払込み資本という形でやって、受け手側では、

アディショナルペイドインキャピタルという形で、コア社からの入金について

 は受けてるというところでございます。

　 

○宮里洋史委員　質問に答えてないです。 

 　寄付か貸付けか、増資か、出資かの３つしかないんですね。

 　一般質問でも聞きましたけど、そこはどうなんですか。

 

○玉元宏一朗基地対策課長　お答えいたします。 

　御質問のアディショナルペイドインキャピタルが、増資、貸付け、寄付のい

 ずれなのかっていう御質問だと思いますけども。

　県は、ワシントン駐在活動事業という予算事業の中で、駐在の活動を支援す

る業務をワシントンコア社に委託をして、その委託先において、業務の支援業

務の一環として、ワシントンＤＣオフィス社の口座に入金をしているっていう

 行為が、事実としてあるわけですけども。

　それを受けたオフィス社の会計処理上は、資本取引として資本を受入れてい

ますので、お示しの選択肢３つの選択肢の中では、増資に近いというふうに位

置づけられるかもしれないんですけれども、株式の発行を伴っていないってい

うような点で、厳密には異なるということで、私たちとしては今考えていると

 いうことになります。

　貸付け、寄付のところですね。貸付け、寄付に当たらない、当たるか当たら

 ないかっていうところになりますけれども。

　まずはオフィス社に対して提供した資金は、今後、同社から返還を受けるこ

とを予定しているものではないっていうことで、貸付けではないっていう整理

 をしております。

　また寄付金については、相手方に対して直接事業に関係なく、何らの対価を

伴わずして、無償で贈与したものを寄付金というふうに理解されているという

ふうにしているんですけれども、この当該資金については、県の駐在を設置す

る目的を達成するために、ワシントンＤＣオフィス社の運営に充てることを目

 的として提供されている。
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　一応目的が定められた形で提供されていることから、いわゆる寄付金という

 ものに当たらないっていうふうな理解でございます。

　 

○宮里洋史委員　ずっと今日質疑の中でずっと聞いてるのは、法解釈と、今後

どう処理していくのかっていう県の検証を求めているわけですよ。見解を求め

 ているわけなんですね。

　明らかに貸付けでもないんですよ。貸借対照表に債務が上がらないので。寄

付でもないんですよ。損益計算書で収入が上がらないわけですから。てことは

 出資以外ありえないんですよ。

 今出し手の話のことで、受け手の処理の話ではないです。

　本来であれば、資金剰余金ではないと、資本剰余金ではないと思ってるんで

 すけど、受け手の話をしていない。出し手のことを言っているんですよ。

 出資以外ありえないと思うんです。

　だから、そこを増資に近いものかもしれませんじゃなくて、そこをしっかり

 固めてほしいんですね。

 　それいつ固めることできそうですか。

　 

○又吉信基地対策統括監　お答えします。 

　恐らく委員がおっしゃっているのは、日本国内でいくと、この３つしかない

 ということだと思います。

　今ちょっとこれ米国の話で、さらに今言っている増資、通常、日本で言う増

資であれば、株券発行した形で資金を出す。それ引換えに株券をやって持ち株

が増えるというのがこの増資に当たると思うんですけども、今回の場合は、資

金は出してますけども、株券を発行したわけじゃなくて、それに伴う何らかの

その対価を得てないというところなので、日本でいう増資とはちょっと違うの

かな。要するに法律の違いによって、このような形になっているのかなという

 ふうに考えております。

　 

○宮里洋史委員　すみません。統括監、実はそこは、解釈の誤りであって、出

資をしたから株券必ず発行されるっていう時代ではもうないんですね。それは、

 そうなんですよ。もう会社法も変わってますし。

　出資をして、その時株券もらって、株式じゃなくても、ずっとお金を入れて

た場合に、それをじゃ、資本に振り替えるときっていうのは、そこで現物出資

が発生するんですよ。お金であっても。要するにそれで経費精算してるから。

 民間会計では、ずっと貸付金、代表者貸して、ずっと経費を払ってると。
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　でもそれを代表者に返済できない場合に、現物出資って形で、資本金に入れ

 ることもできるんですよ。それ登記変更して。

　だから、この件に関しては、出資以外、僕はありえないと思っているんです。 

受け手、法律が違うとかじゃなくて、出し手の議論なので、出し手はもう出資

 しかもう今ないじゃないですか。

　だから、そこはなんか、本当に対立ではないので、しっかり精算するために

も、そこは普通に日本の税理士の先生方に聞いたら分かる話なのでしっかり確

 認してほしいんですけど、いかがですか。

　 

○又吉信基地対策統括監　今委員がおっしゃったような形でですね、そういう

 税理士含めてちょっと確認していきたいと思います。

 

○宮里洋史委員　21ページなんですけれども、2015年にビザ取得にかかるリー

ガルサービスとして、６万1000ドルとは別に、コア社に対して駐在ビザ取得及

び赴任に係る支援として、４万7617ドル払うなど、疑問がある内容もあり、と

なっておりますが、二重契約、二重払いの疑惑が高まったと言えます。過去の

全ての委託事業に係る一切の署名を、当委員会に提出すべきではないか、そう

しなければ事実解明、責任追及がなし得ないので、この部分の委託事業の部分

 の資料の提出を求めます。

 　またですね、今回、資料で出てました再委託関係の領収書ございました。

　支払い金額は全部黒塗りなんですね。金額を見ないと、やはり確認できない

 ので、ＤＣ社の支払い領収書全て見せていただきたいんですけども。

 　いかがでしょうか。

　これは調査事項（２）の資金の流れに関することでも、調査項目に入ってお

 りますので、ぜひ提供、そして黒塗りの解除を求めます。

 

○座波一委員長　休憩いたします。 

 

○座波一委員長　再開いたします。 

  玉元宏一朗基地対策課長。 

　 

○玉元宏一朗基地対策課長　委員、今、要求いただいたその資料のことについ

てですね、前回要求されたときの資料が、金額が黒塗りになっていたので、よ

く分からなかったという、内容が分からないのでそれが分かるようにしてほし

いっていう御要望といいますか、要求だと思いますけれども、黒塗りにした理
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由についてですね、少し申し上げますと、再委託、金額を、明らかにすること

によって、その企業の、営業上の利益に影響するのではないかということを、

考慮したということではあるんですが、改めましてですね、もう一度、どのよ

うなことができるか。情報公開条例の趣旨なども踏まえてですね、一旦検討さ

 せていただけたらというふうに思います。

　 

○座波一委員長　ただいまの、この費用の支出に関して、2015年にリーガルサ

ービスとして900万。コア社に対しとは別に、コア社に対し、ビザ取得等及び

 赴任に係る支援としての720万を支払うなどの内容があります。

　それに関する支払った証明等の書類を要求したいということで、知事に求め

 るということであります。

 　これは対応できますか。

　 

○玉元宏一朗基地対策課長　改めてですね、出している資料もあるのではない

かということもありましたので、改めて出している出してないも含めてですね、

確認をして、今この場で少しできるできないは、はっきり言えないんですけど

も、改めてできるできないも含めてですね、できるだけ早く確認したいと思い

 ます。

 

○座波一委員長　では一応要求というふうにしておきます。 

 　休憩いたします。

 

○座波一委員長　再開いたします。　 

　執行部提出資料の３月31日に提出された資料。再委託関係の資料なんですが、

その部分で黒塗りになって金額が分からないという状況でありますので、これ

が分かるような形で、再委託に関する資料を出してもらえないかということな

 んですよね、今話はね。

 　それを資料要求しますということで、どうですか。

 

○玉元宏一朗基地対策課長　３月31日に黒塗りをした理由もですね、改めて確

認もしながら、できるできない含めですね、できるだけ早めにまたお返事した

 いと思います。

 

○宮里洋史委員　以上です。 
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○座波一委員長　続きまして、新垣光栄委員。 

 

○新垣光栄委員　先ほどからですね。追認によって瑕疵のですね、治癒、違法

状態が治癒できると私も思っておりますし、皆さんが、そのようなことをやっ

たことに対してはですね、本当にいろんな知見があってですね、大変だったと

 思います。

　しかし、この自治法の中での今、治癒であってですね、先ほどからも言われ

ているように、米国法に関してはこれから検証していくっていうことでですね、

その辺をしっかりまた調査していただきたいと思っておりますけども、この違

法状態をですね、分かりながら治癒できないっていうのは本当に大変なですね、

 罪だと思っております。

　今回検証委員会、そして、この百条委員会等の中でですね、違法状態を指摘

されて、それを皆さんがまた判断しながらですね、追認して治癒していくこと

は、私は認められるんではないかなと思うんですけど、その辺に関してですね、

 皆さんの認識をお願いいたします。

　　 

○玉元宏一朗基地対策課長　委員おっしゃるとおり検証委員会の中でですね、

厳しく指摘を数多くですね、されておりまして、結果としてといいますか、い

ろいろ様々な指摘をされる中で、違法の疑いも否定できないっていうような表

 現があるっていうことを重く受け止めております。

　ただ私どもそれを重く受け止めつつですね、まだ違法だということを、私た

ちも確定しておりませんし、この報告書でも確定されてないということは一応

前提としながら、しっかり重く受け止めてですね、治癒できるのか、できる方

 向でですね、検討したいと思います。

　 

○新垣光栄委員　地方自治法上のですね、治癒は可能だと思っておりますし、

これまでもずっとやって来たので、しっかり検証していきながらですね、検証

 委員会の結果を踏まえながら治癒していただきたい。

　それで今、ここではこの民法上のことを出していると、ここではこれは個別

 の状況であってですね。

　裁判の中で違法があるっていう確定の中での治癒できないっていうんだった

ら分かるんですけども、この報告書ではそのようなこともですね、書かれてる

 ことに対してどのように感じておりますか。

　 

○玉元宏一朗基地対策課長　委員御指摘の民法の116条が、何を規定してるか
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と申しますと、無権代理行為の追認について規定をされておりまして、追認は

別段の意思表示がないときは、契約のときに遡って効力を生ずる。ただし第三

 者の権利を害することはできないというような規定になっております。

　県としてはですね、この規定も、理解しながら、議会への経営状況の報告な

ど、所要の手続を行うためにですね、まずはワシントンＤＣオフィス社の設立

についての、県の意思を文書で決定をするという必要があると考えて、昨年令

 和６年12月24日付で追認という行為を行ったところです。

　報告書においてはですね、この追認についても法的効果を論じる意義は見い

だし難いという厳しい指摘がされているわけですけども、その趣旨について、

県としては、設立当時の文書による意思決定が、その時点で既に確認できてい

ないという事実や、法定の手続がなされていなかったような、そういう事実に

 ついては、事実自体が追認によってなくなるっていうものではない。

　そういうことの指摘があり、行政組織である県に対して、反省を求めてるっ

ていうことと受け止めておりますので、それも踏まえて、しっかり検証して対

 応していきたいと思います。

　 

○新垣光栄委員　私も反省を求めたですね、強い表現だと思っておりますし、

治癒できるもんだと思ってます。自治法だったらですよ。民法上はもう争わな

ければ、治癒できない部分もあると思うんですけども、皆さんがしっかりやれ

ば、治癒できるもんだと思っておりますので、しっかり対応していただきたい。 

　その中で、最後の報告書の免責事項の中ですね、本報告書の内容は法的助言

を構成するものではなく、個別状況に応じた専門的助言に代わるものではあり

ませんという、この免責事項があるものに関して、私理解できないんですけど

 も、どういうふうに判断してますか。

　 

○米須清剛行政管理課長　この検証委員会につきましてはですね、知事の私的

 諮問機関という位置づけで検証委員会を設立しているところでございます。

　各委員になっていらっしゃる方々は弁護士であったりとか大学の先生、マス

 コミの専門家の方々が就任いただいております。

　この専門家の方々の知見によって、今回のワシントンの問題について検証を

 いただいているというような内容になっています。

　あくまでこちらの附属機関であったりとか、自治法に基づく附属機関、そう

いった公的な位置づけではなくて、あくまでこの専門家の方々の私的な知見を

知事のほうにアドバイスをさせていただくということを御了解いただいて、こ

 の委員会として立ち上げているところです。
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　その範囲内で、この一番最後にありますが、例えば、法的助言、例えば法的

な法律に基づくような助言、そういったものでは構成するものではなくて、今

この与えられたこの資料とか、限られた時間、ここで専門家として、申し上げ

られる部分というのも限りがありますと、私的な部分で、知事に、御助言申し

上げてるというような趣旨でございますので、特に検証委員会がこれは単なる

御意見というのではなくて、知事に対して専門家の私的な部分での助言を行っ

 ているという位置づけになっております。

 　以上です。

 

○座波一委員長  仲里全孝委員。 

　 

○仲里全孝委員　３月18日の予算特別委員会、総括質疑においてのですね。 

要求のあった資料提供について、何点か確認させてください。１に適法である

旨の見解を得ておりますと、これ適法の内容を教えてください。　 

 

○又吉信基地対策統括監　お答えします。 

　ワシントン駐在を通して、移民法の専門の弁護士の方に確認したものが根拠

 でございます。

　 

○仲里全孝委員　その内容を教えてください。法律的なもの。 

　この件はですね、９月から我々皆さんに要望してるんですよ。だから適法じ

 ゃないというのは、明文化されてきてるから。

　さきの検証委員会でもですね、担保は取れないとかいろんな疑義が出てるん

 だけど、皆さんが違法じゃないって、24日に出していたのですよ。

 　ちょっと法律的に教えてもらえないかなと思って。

　 

○玉元宏一朗基地対策課長　お答えいたします。 

　別添資料の１ページのこの資料は英文だったかと思いますけども、今それを

 訳したものを、読み上げたいと思いますが。

　ＵＳＣＩＳ移民局は、請願書について、あなたの職務と併せて審査し承認し

ており、あなたのＬ１ビザが承認されている以上、承認された期間において、

米国におけるあなたの雇用は適法で合法なものですということになっておりま

 す。

 

○仲里全孝委員　あなたって、これどこで働いてんの、英文の中身。これあな
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 たを指している、どこで働いているんですか。

 

○玉元宏一朗基地対策課長　これは駐在職員宛てのメールに書かれているもの

ですので、あなたっていうのはその駐在職員になるもので、つまり、働いてい

 るのは米国内っていうことになるかと思います。

 

○仲里全孝委員　答弁は明確にしてください。株式会社で働いてるわけでしょ。 

　沖縄県ＤＣオフィス株式会社で、私たちの生活、仕事について管理、書かれ

 てるじゃないですか。

 　そうじゃないですか。

 

○玉元宏一朗基地対策課長　委員がおっしゃるとおりビザについては、ワシン

トンＤＣオフィス社にもと言いますか、に所属するということになっているか

と思いますが、一方でですね、県職員の身分で、県職員の業務を行うというこ

とも併せて確か記載されていたかと思いますので、そういう申請の仕方になっ

 ているかと思います。

　　 

○仲里全孝委員　皆さんの見解を聞いてない。４か月なりますよ。この英文、

把握しましたか、英語の中身。又吉統括監。 

　我々ね、議員に対して、英文書のまま添付して出すのか。普通の行政の在り

 方で、内容を全部説明してください。

 

○玉元宏一朗基地対策課長　先ほどの英文のですね、途中を読み上げたところ

 の、我々訳したものの全文を読み上げたいと思いますけれども……。

 

○仲里全孝委員　皆さんからいただいた英文、添付して、これは違法性ありま

 せんでした、とこういうふうに送られてるんですよ。

　なんで我々にね、仮訳とか、皆さんの考え方、これ今、又吉統括監も、これ

 中身分からないんだよ。

　沖縄県と、アメリカ合衆国のやり取り、メールのやり取り、最低であっても

又吉統括監とか、知事公室長に目を通させて、これ目を通してね、議会に出す

 べきじゃないの。

 　これどういう意味か分からない。

　それにですね。Ｌ１ビザの件に関しては、私、皆さんに、９月から一般質問

 なり、我々の代表質問から聞いてるんですよ。こんなやり方ある。
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　検証委員会でも担保が取れない。だって雇用証明書がないの担保は取れない

 でしょう。ビザはＤＣ株式会社が取っているんですよ。

 　株式会社を設置するには、先ほど統括監が説明したじゃないですか。

　条例制定をして、ちゃんと派遣をして、そこでＬ１ビザを取るとか、現在、

公務員ですよ。本当にこんな行政のやり方ある。こうやって出して、皆さん翻

訳しなさい。これが我々のあれですよと、どこに法律根拠を書いているの、こ

 こに。何も書いてないよ。違法ではありませんと。もう少し真摯にね。

　こういったことを、統括監が分かっているんだったら、もうこれ把握してた

よ。中身。知事公室長が、だから今までの委員会とか混乱を来しているんだよ。 

　さっきのもあるんだけど。委員長、以上です。 

　中身把握してないから、質疑になりません。　 

 

○座波一委員長　休憩いたします。 

 

　　　（休憩中に、座波委員長から本件については、知事公室として正式に委

　　　　員会へ提出している資料についての説明ができないというのは、大変

　　　　な問題であるので、改めて正式に回答するよう発言があった。） 

 

○座波一委員長　再開いたします。 

 　又吉信基地対策統括監。

 

○又吉信基地対策統括監　改めて仮訳付けた形でですね、お示ししたいと思い

 ます。

　 

○仲里全孝委員　統括監、仮訳云々じゃないですよ。仮訳してもいいから、統

 括監、中身把握してくださいよ。この中身ね、法律根拠あります。

 　しかしそうじゃありません。内容を見たら、何をやってんのか分からない。

　議会だよ、議会。ちゃんと目を通して、知事公室長にこうですよっていうの

 を説明しないといけないんじゃないですか、皆さん。

　 

○又吉信基地対策統括監　お答えします。 

　おっしゃるとおり、公室長で確認した上で、仮訳もつけて、提出したいと思

 います。

　 

○仲里全孝委員　以上です。 
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○座波一委員長　ほかにありますか。 

 　上原快佐委員。

 

○上原快佐委員　何点か確認させてもらいます。 

　まずこのワシントン駐在に関する調査検証委員会報告書、これはどなたが作

成されたんでしょうか。　 

 

○米須清剛行政管理課長　今回の調査検証委員会につきましては、６人の委員

 で構成する検証委員会のほうで作成されております。

　委員の構成としては弁護士が３名、大学の教授が２名、マスコミの経験者が

 １名の計６名で作成している報告書となっております。

 　以上です。

　 

○上原快佐委員　先ほどの光栄委員の質問とちょっと重複する部分もあるんで

すが、この最初の部分でですね、はじめにのところで、この委員会というのは、

適法性を検証し、提言を行うというふうに書いてるんですが、先ほどの免責事

項の最後のページ。その中では法的助言を構成するものではないと、専門家の

助言に代わるものでありませんというふうな形で、免責事項があるわけですよ。

となると、先ほど専門家の方６人が、検証委員会の委員だとおっしゃってまし

たけれども、そうなると、この報告書自体がどういうふうに位置づけられるも

 のなのかと。いうことに、やはり疑義があるわけですよ。

 　そこの部分の説明をお願いします。

 

○米須清剛行政管理課長　本検証委員会につきましては、知事の私的諮問機関

ということで位置づけておりまして、６人の委員の先生にも御了承いただいて

 検証いただいたところでございます。

　それぞれの弁護士であったり教授といったお立場の中で、それぞれの専門家

の知見を通して、今回のワシントンの駐在に関する疑義について検証いただい

 たというところでございます。

　時間的にも限られておりまして、また、情報も少ない中で、言語も２か国語

に渡るということもあったり、かなりの制約がある中で、この報告書という形

 で御指摘させていただいてるということで賜っております。

　これも限られた時間で、まだ、今後また新たな事実が出てくる可能性もある

ということも、委員会としてはありつつ、個別の状況に応じた専門家の助言に
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代わるものではないという表記になっているというふうに認識しているところ

 でございます。

　 

○上原快佐委員　分かりました。 

 　この報告書の中で明確に違法とされている部分はありますか。

　もしあるとすれば、何法の、第何条何項に違法、違反するのかということま

 で教えてください。

 

○又吉信基地対策統括監　お答えします。 

　明確に今おっしゃったような、何法の何条何項に違反するなどというような

 記載はないというふうに認識しております。

 

○上原快佐委員　違法であると判断をするのは誰ですか。 

　 

○又吉信基地対策統括監　お答えします。 

　民事とかであれば裁判所、あるいは地方自治法等の解釈ということであれば

 総務省、それぞれによって分かれるのかなというふうに考えております。

 

○上原快佐委員　米国内で違法であるという判断をするのは誰ですか。 

 

○又吉信基地対策統括監　恐らく米国の裁判所がそういう判断するところだと

 いうふうに認識しております。

 

○上原快佐委員　違法であると判断するためには、訴えがないといけないと思

うんですけれども、その訴えをする、いわゆる原告適格があるという人は誰に

 なるんですか。

　　　　 

○又吉信基地対策統括監　すみません。 

　今ちょっと米国法詳しくないものですからすぐに、どういう人たちが対象な

 るかとちょっとお答えするのはちょっと困難であります。

　 

○上原快佐委員　そこら辺もやはり踏まえた上で、この検証結果を踏まえて、

 さらに精査しないといけないと思うんですけれども。

　今のこの指摘も含めて、どうなったら違法になるのかという部分。違法と判

断されるのか、どの法のどの部分に引っかかるのかというのが明確じゃないと、
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 今後、要は改善のしようがないわけですよ。

　もちろん瑕疵がある部分は、もちろん改善してもらうんだけれども、明確に

違法という部分もあるんであれば、しっかりと、どういうことになったら違法

だと判断されるということもしっかり踏まえた上でやらないといけないと思う

 んです。

 　さらに、米国の場合だと、各州によって弁護士の資格も異なりますよね。

ワシントン事務所においては、ＤＣ法に精通している方にも、もちろん相談し

て、今まで運用してきてるとは思うんですけれども、やはり、今回の検証委員

会の中では、もちろん米国の他の州かもしれませんけれども、法律に詳しい専

 門家の方が、指摘をしているわけですよね。

　ただ、弁護士によって法解釈、もちろん変わってくるし、司法判断ってのは

また別なもんですから、様々な形で精査をしていく上でですよ、セカンドオピ

ニオン的なものっていうのは、やる必要があるかと思いますけれども、いかが

 ですか。

 

○又吉信基地対策統括監　お答えします。 

　これも、今後の話ではあるんですけども、我々は新たな体制ですね、ワシン

トン駐在については、駐在って形なるのかどうか分からないんですけれども、

 その機能については、新たに提案していきたいというふうに考えております。

　当然その中でですね、適法にやるためにはこのワシントンＤＣのこの法律、

ＤＣかどうかもちょっと、今後の検討だと思うんですけども、現地の法律に詳

 しい人に聞く必要があると考えております。

　今回の、平成27年からの契約について言うと、向こうのＤＣに所属してＤＣ

にいる現地の米国人の、この法律の方にお願いしたもんですから、どうしても

訳とかですね、いろいろ手続をやるに当たっては、コア社のほうにも別途委託

した形で、この訳してもらったりとか、あるいは調整してもらってという手続

 が発生しておりました。

　それを踏まえて今回ですね、このワシントンＤＣについて、日本人で登録し

てる弁護士がいないかと、いうことを調べたところ、20名弱ほどちょっと出て

きておりますので、そういう人たちからですね、意見を聞きながらですね、こ

こにあることを含めてですね、ちょっと意見をもらっていきたいなというふう

 に考えております。

　　 

○上原快佐委員　米国の法律に従って運用していく、検証していく部分につい

ては、そこら辺やはり専門家の知見っていうのが必要になってくるので、そこ
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 ら辺をお願いしたいと思います。

　一方で、国内の日本のですね、弁護士資格をお持ちの先生方も、資格であっ

たりだとか、法学部の先生であったりだとか、いらっしゃいますけれども、そ

の方たちも含まれている中で、国内法に明らかに、抵触する、違法であるとい

 うふうな指摘がありましたか。

 

○又吉信基地対策統括監　お答えします。 

　国内法について、具体的にどの法律に違反してるというものは、この報告書

 の中では出てこない、出てきてないというふうな認識でございます。

　 

○座波一委員長　以上ですね。 

　質疑なしと認めます。　 

  以上で、ワシントン駐在に関する調査検証委員会報告書についてに対する質

 疑を終結します。説明員の皆さん、大変お疲れさまでした。

 　休憩いたします。

 

　　　（休憩中に、執行部退席後、今後の参考人招致に関する日程案について

 　　　　事務局から説明を行った。)

 

○座波一委員長　再開いたします。 

　今後の参考人招致については、休憩中に御協議いたしましたとおり決するこ

ととし、その日程等の詳細については、委員長に御一任願いたいと思いますが、

 これに御異議ありませんか。

 

　　　（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 

○座波一委員長　御異議なしと認めます。 

 　よって、さよう決定いたしました。

 　以上で、予定の議題は全て終了いたしました。

 　委員の皆さん、大変お疲れさまでした。

 　本日の委員会は、これをもって散会いたします。
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